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(57)【要約】
基地局に悪い影響を与えないようにすることができるブースタ。このブースタは、複数の
下り信号増幅部（１１１－１）～（１１１－４）及び複数の上り信号増幅部（１１２－１
）～（１１２－４）を具備している。受信信号解析部（１１６）は、基地局からの受信信
号の止まり木チャネルの情報を解析して解析情報を生成する。停止制御部（１１８）、（
１２４）は、前記受信信号の受信品質が閾値以下であることを前記解析情報が示している
時に当該解析情報に係る下り信号増幅部（１１１－１）～（１１１－４）及び上り信号増
幅部（１１２－１）～（１１２－４）の動作を停止させる。パスロス値又は基地局干渉電
力が閾値以上であることを前記解析情報が示している時に当該解析情報に係る下り信号増
幅部（１１１－１）～（１１１－４）及び上り信号増幅部（１１２－１）～（１１２－４
）の動作を停止させてもよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの下り信号増幅部及び少なくとも１つの上り信号増幅部を具備するブー
スタにおいて、
　基地局からの受信信号の止まり木チャネルの情報を解析して解析情報を生成する受信信
号解析手段と、
　前記解析情報が示す通信品質に基づいて前記上り信号増幅部及び前記下り信号増幅部か
ら信号を出力させる場合と信号を出力させない場合とを制御する出力制御手段と、
　を具備するブースタ。
【請求項２】
　前記出力制御手段は、前記通信品質を示す受信信号の受信品質が閾値以下である場合に
前記下り信号増幅部及び前記上り信号増幅部の動作を停止させて信号を出力させないよう
に制御する請求項１記載のブースタ。
【請求項３】
　前記出力制御手段は、前記通信品質を示す基地局干渉電力が閾値以上である場合に前記
下り信号増幅部及び前記上り信号増幅部の動作を停止させて信号を出力させないように制
御する請求項１記載のブースタ。
【請求項４】
　前記出力制御手段は、前記通信品質に基づいて前記下り信号増幅部及び前記上り信号増
幅部に割り当てる周波数を選定するとともに、選定した周波数が割り当てられた前記下り
信号増幅部及び前記上り信号増幅部のみから信号が出力されるように制御する請求項１記
載のブースタ。
【請求項５】
　前記出力制御手段は、前記通信品質を示す受信品質の最も高い周波数を選定する請求項
４記載のブースタ。
【請求項６】
　前記出力制御手段は、前記通信品質を示すパスロスが最も小さい周波数を選定する請求
項４記載のブースタ。
【請求項７】
　前記出力制御手段は、前記通信品質を示す基地局干渉電力が最も小さい周波数を選定す
る請求項４記載のブースタ。
【請求項８】
　前記出力制御手段は、前記通信品質を示す受信品質の良い信号の周波数から順番に選定
する請求項４記載のブースタ。
【請求項９】
　前記出力制御手段は、前記通信品質を示すパスロスが低い信号の周波数から順番に選定
する請求項４記載のブースタ。
【請求項１０】
　前記出力制御手段は、前記通信品質を示す基地局干渉電力が低い信号の周波数から順番
に選定する請求項４記載のブースタ。
【請求項１１】
　前記出力制御手段は、前記通信品質が変化した場合に前記選定をやり直す請求項４記載
のブースタ。
【請求項１２】
　前記通信品質を示す受信品質またはパスロス値または基地局干渉電力に基づいて、前記
出力制御手段にて選定された周波数が割り当てられた前記上り信号増幅部及び前記下り信
号増幅部の利得を可変にて設定する利得可変手段を具備する請求項４記載のブースタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、基地局と移動通信機との間で送受信される信号を増幅するブースタに関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来のブースタとして、特許文献１に記載されたものがある。この特許文献１に記載さ
れたブースタは、送受信される信号の増幅の利得（増幅率）を制御している。
【特許文献１】特開２００１－６９０９１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、従来のブースタにおいては、受信信号の受信品質が悪い場合にも信号を
増幅しているため、雑音も増幅するから、基地局に悪い影響を与えるという問題がある。
【０００４】
　本発明の目的は、基地局に悪い影響を与えないブースタを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明のブースタは、少なくとも１つの下り信号増幅部及び少なくとも１つの上り信号
増幅部を具備するブースタにおいて、基地局からの受信信号の止まり木チャネルの情報を
解析して解析情報を生成する受信信号解析手段と、前記解析情報が示す通信品質に基づい
て前記上り信号増幅部及び前記下り信号増幅部から信号を出力させる場合と信号を出力さ
せない場合とを制御する出力制御手段と、を具備する構成を採る。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、通信品質に基づいて上り信号増幅部及び下り信号増幅部からの信号の
出力を制御するので、基地局に悪い影響を与えない。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の実施の形態１に係るブースタの構成を示すブロック図
【図２】本発明の実施の形態１に係るブースタの下り信号増幅部及び上り信号増幅部の構
成を示すブロック図
【図３】本発明の実施の形態２に係るブースタの構成を示すブロック図
【図４】本発明の実施の形態３に係るブースタの構成を示すブロック図
【図５】本発明の実施の形態４に係るブースタの構成を示すブロック図
【図６】本発明の実施の形態４に係るブースタの下り信号増幅部及び上り信号増幅部の構
成を示すブロック図
【図７】本発明の実施の形態５に係るブースタの構成を示すブロック図
【図８】本発明の実施の形態６に係るブースタの構成を示すブロック図
【図９】本発明の実施の形態６に係るブースタの受信制御部の構成を示すブロック図
【図１０】本発明の実施の形態７に係るブースタの受信制御部の構成を示すブロック図
【図１１】本発明の実施の形態８に係るブースタの構成を示すブロック図
【図１２】本発明の実施の形態８に係るブースタの動作を説明するための図
【図１３】本発明の実施の形態９に係るブースタの構成を示すブロック図
【図１４】本発明の実施の形態９に係る他のブースタの構成を示すブロック図
【図１５】本発明の実施の形態９に係る入出力レベルの時間推移を示す図
【図１６】本発明の実施の形態１０に係るブースタの構成を示すブロック図
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　次に、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。
【０００９】
　（実施の形態１）



(4) JP WO2006/043592 A1 2006.4.27

10

20

30

40

50

　図１は、本発明の実施の形態１に係るブースタの構成を示すブロック図である。図１に
示すように、本発明の実施の形態１に係るブースタ１００は、複数の下り信号増幅部１１
１－１～１１１－４、複数の上り信号増幅部１１２－１～１１２－４、屋外側アンテナ１
１３、共用器１１４、分配器１１５、受信信号解析部１１６、周波数選定部１１７、停止
制御部１１８、合成器１１９、共用器１２０、屋内側アンテナ１２１、分配器１２２、合
成器１２３及び停止制御部１２４を具備している。
【００１０】
　屋外側アンテナ１１３は、屋外に位置する基地局との間で信号の送受信を行うものであ
る。屋外側アンテナ１１３は、基地局からの下り信号（下り無線信号）を受けて下り受信
信号を生成して共用器１１４及び分配器１１５を介して複数の下り信号増幅部１１１－１
～１１１－４に与える。また、屋外側アンテナ１１３は、複数の上り信号増幅部１１２か
らの上り信号を合成器１２３及び共用器１１４を介して受けて上り無線信号として基地局
に送信する。
【００１１】
　分配器１１５は、屋外側アンテナ１１３及び共用器１１４を介して受ける基地局からの
下り信号を複数の下り信号増幅部１１１－１～１１１－４及び受信信号解析部１１６に分
配する。
【００１２】
　複数の下り信号増幅部１１１－１～１１１－４は、分配器１１５からの下り信号を所定
の増幅の利得（増幅率）で増幅して合成器１１９に与える。合成器１１９は、複数の下り
信号増幅部１１１－１～１１１－４からの下り信号を合成して共用器１２０に与える。
【００１３】
　共用器１２０は、合成器１１９からの下り信号を受けて屋内側アンテナ１２１に与える
。屋内側アンテナ１２１は、合成器１１９からの下り信号を共用器１２０を介して受けて
下り無線信号として通信端末装置に送信する。また、共用器１２０は、通信端末装置から
の上り信号を受けて分配器１２２に与える。分配器１２２は、屋内側アンテナ１２１及び
共用器１２０を介して受ける通信端末装置からの上り信号を複数の上り信号増幅部１１２
－１～１１２－４に分配する。
【００１４】
　複数の上り信号増幅部１１２－１～１１２－４は、屋内側アンテナ１２１、共用器１２
０及び分配器１２２を介して受ける通信端末装置からの上り信号を所定の増幅率で増幅し
て合成器１２３に与える。合成器１２３は、複数の上り信号増幅部１１２－１～１１２－
４からの上り信号を合成して共用器１１４に与える。
【００１５】
　共用器１１４は、合成器１２３からの上り信号を受けて屋外側アンテナ１１３に与える
。屋外側アンテナ１１３は、合成器１２３からの上り信号を共用器１１４を介して受けて
上り無線信号として基地局に送信する。
【００１６】
　受信信号解析部１１６は、屋外側アンテナ１１３、共用器１１４及び分配器１１５を介
して基地局からの下り信号を受ける。受信信号解析部１１６は、下り信号（受信信号）の
止まり木チャネルの情報を解析して解析情報を生成して周波数選定部１１７及び停止制御
部１１８、１２４に与える。この解析情報は、周波数を選定するための情報である周波数
選定情報及び受信信号の受信品質（通信品質）を示す情報である受信品質情報を有してい
る。
【００１７】
　周波数選定部１１７は、受信信号解析部１１６からの解析情報を受けてこの解析情報の
周波数選定情報に基づいて、複数の下り信号増幅部１１１－１～１１１－４及び複数の上
り信号増幅部１１２－１～１１２－４に割り当てる周波数を選定して周波数選定信号を生
成して複数の下り信号増幅部１１１－１～１１１－４及び複数の上り信号増幅部１１２－
１～１１２－４に与える。
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【００１８】
　出力制御手段である停止制御部１１８は、受信信号解析部１１６からの解析情報を受け
てこの解析情報の受信品質情報に基づいて複数の下り信号増幅部１１１－１～１１１－４
の動作を制御する。前記受信品質情報に係る受信品質が閾値以下であることを解析情報の
受信品質情報が示している時に、停止制御部１１８は、当該受信品質情報に係る下り信号
増幅部１１１－１～１１１－４の動作を停止させて信号が出力されないように制御する。
【００１９】
　また、停止制御部１２４は、受信信号解析部１１６からの解析情報を受けてこの解析情
報の受信品質情報に基づいて複数の上り信号増幅部１１２－１～１１２－４の動作を制御
する。前記受信品質情報に係る受信品質が閾値以下であることを解析情報の受信品質情報
が示している時に、停止制御部１２４は、当該受信品質情報に係る上り信号増幅部１１２
－１～１１２－４の動作を停止させる。
【００２０】
　次に、本発明の実施の形態１に係るブースタ１００の下り信号増幅部１１１－１及び上
り信号増幅部１１２－１について、図面を参照して詳細に説明する。図２は、本発明の実
施の形態１に係るブースタ１００の下り信号増幅部１１１－１及び上り信号増幅部１１２
－１の構成を示すブロック図である。
【００２１】
　下り信号増幅部１１１－１は、低雑音増幅器２０１、ミキサ２０２、フィルタ２０３、
ミキサ２０４、増幅器２０５及び局部発振器２０６を具備している。上り信号増幅部１１
２－１は、低雑音増幅器２０７、ミキサ２０８、フィルタ２０９、ミキサ２１０、増幅器
２１１及び局部発振器２１２を具備している。
【００２２】
　局部発振器２０６は、周波数選定部１１７からの周波数選定信号を受けてこの周波数選
定信号に応答して局部周波数信号を生成してミキサ２０２、２０４に与える。また、局部
発振器２１２は、周波数選定部１１７からの周波数選定信号を受けてこの周波数選定信号
に応答して局部周波数信号を生成してミキサ２０８、２１０に与える。
【００２３】
　低雑音増幅器２０１は、屋外側アンテナ１１３、共用器１１４及び分配器１１５を介し
て受ける基地局からの下り信号を所定の増幅率で増幅してミキサ２０２に与える。ミキサ
２０２は、低雑音増幅器２０１からの下り信号と局部発振器２０６からの局部周波数信号
を混合することにより周波数が変換された下り信号を生成してフィルタ２０３に与える。
【００２４】
　フィルタ２０３は、ミキサ２０２からの下り信号の内の１つの周波数帯域の下り信号の
みを通過させる。ミキサ２０４は、フィルタ２０３からの下り信号と局部発振器２０６か
らの局部周波数信号を混合することにより入力周波数と同じ周波数に変換された下り信号
を生成して増幅器２０５に与える。増幅器２０５は、ミキサ２０４からの下り信号を所定
の増幅率で増幅し合成器１１９に与える。
【００２５】
　低雑音増幅器２０７は、屋内側アンテナ１２１、共用器１２０及び分配器１２２を介し
て受ける通信端末装置からの上り信号を所定の増幅率で増幅してミキサ２０８に与える。
ミキサ２０８は、低雑音増幅器２０７からの上り信号と局部発振器２１２からの局部周波
数信号を混合することにより周波数が変換された上り信号を生成してフィルタ２０９に与
える。
【００２６】
　フィルタ２０９は、ミキサ２０８からの上り信号の内の１つの周波数帯域の上り信号の
みを通過させる。ミキサ２１０は、フィルタ２０９からの上り信号と局部発振器２１２か
らの局部周波数信号を混合することにより入力周波数と同じ周波数に変換された上り信号
を生成して増幅器２１１に与える。増幅器２１１は、ミキサ２１０からの上り信号を所定
の増幅率で増幅し合成器１２３に与える。
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【００２７】
　なお、下り信号増幅部１１１－２～１１１－４の各々は、下り信号増幅部１１１－１と
同じ構成を有している。また、上り信号増幅部１１２－２～１１２－４の各々は、上り信
号増幅部１１２－１と同じ構成を有している。
【００２８】
　（実施の形態２）
　次に、本発明の実施の形態２について、図面を参照して説明する。図３は、本発明の実
施の形態２に係るブースタの構成を示すブロック図である。本発明の実施の形態２におい
ては、本発明の実施の形態１と同じ構成要素には同じ参照符号が付されて、その説明が省
略される。
【００２９】
　図３に示すように、本発明の実施の形態２に係るブースタ３００は、本発明の実施の形
態１において、受信信号解析部１１６及び停止制御部１１８、１２４の代わりに、受信信
号解析部３０１及び停止制御部３０２、３０３を具備している。
【００３０】
　すなわち、本発明の実施の形態２に係るブースタ３００は、複数の下り信号増幅部１１
１－１～１１１－４、複数の上り信号増幅部１１２－１～１１２－４、屋外側アンテナ１
１３、共用器１１４、分配器１１５、受信信号解析部３０１、周波数選定部１１７、停止
制御部３０２、合成器１１９、共用器１２０、屋内側アンテナ１２１、分配器１２２、合
成器１２３及び停止制御部３０３を具備している。
【００３１】
　次に、本発明の実施の形態１に係るブースタ１００と異なる本発明の実施の形態２に係
るブースタ３００の動作について、説明する。
【００３２】
　受信信号解析部３０１は、屋外側アンテナ１１３、共用器１１４及び分配器１１５を介
して基地局からの下り信号を受ける。受信信号解析部３０１は、下り信号（受信信号）の
止まり木チャネルの情報を解析して解析情報を生成して周波数選定部１１７及び停止制御
部３０２、３０３に与える。この解析情報は、周波数選定情報及び受信信号の伝搬路にお
ける減衰電力（通信品質）を示す情報であるパスロス値情報を有している。
【００３３】
　出力制御手段である停止制御部３０２は、受信信号解析部３０１からの解析情報を受け
てこの解析情報のパスロス値情報に基づいて複数の下り信号増幅部１１１－１～１１１－
４の動作を制御する。パスロス値が閾値以上であることを解析情報のパスロス値情報が示
している時に、停止制御部３０２は、当該パスロス値情報に係る下り信号増幅部１１１－
１～１１１－４の動作を停止させて信号が出力されないように制御する。
【００３４】
　また、停止制御部３０３は、受信信号解析部３０１からの解析情報を受けてこの解析情
報のパスロス値情報に基づいて複数の上り信号増幅部１１２－１～１１２－４の動作を制
御する。パスロス値が閾値以上であることを解析情報のパスロス値情報が示している時に
、停止制御部３０３は、当該パスロス値情報に係る下り信号増幅部１１２－１～１１２－
４の動作を停止させる。
【００３５】
　（実施の形態３）
　次に、本発明の実施の形態３について、図面を参照して説明する。図４は、本発明の実
施の形態３に係るブースタの構成を示すブロック図である。本発明の実施の形態３におい
ては、本発明の実施の形態１と同じ構成要素には同じ参照符号が付されて、その説明が省
略される。
【００３６】
　図４に示すように、本発明の実施の形態３に係るブースタ４００は、本発明の実施の形
態１において、受信信号解析部１１６及び停止制御部１１８、１２４の代わりに、受信信
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号解析部４０１及び停止制御部４０２、４０３を具備している。
【００３７】
　すなわち、本発明の実施の形態３に係るブースタ４００は、複数の下り信号増幅部１１
１－１～１１１－４、複数の上り信号増幅部１１２－１～１１２－４、屋外側アンテナ１
１３、共用器１１４、分配器１１５、受信信号解析部４０１、周波数選定部１１７、停止
制御部４０２、合成器１１９、共用器１２０、屋内側アンテナ１２１、分配器１２２、合
成器１２３及び停止制御部４０３を具備している。
【００３８】
　次に、本発明の実施の形態１に係るブースタ１００と異なる本発明の実施の形態３に係
るブースタ４００の動作について、説明する。
【００３９】
　受信信号解析部４０１は、屋外側アンテナ１１３、共用器１１４及び分配器１１５を介
して基地局からの下り信号を受ける。受信信号解析部４０１は、下り信号（受信信号）の
止まり木チャネルの情報を解析して解析情報を生成して周波数選定部１１７及び停止制御
部４０２、４０３に与える。この解析情報は、周波数選定情報及び受信信号の基地局干渉
電力（通信品質）の情報を示す基地局干渉電力情報を有している。
【００４０】
　出力制御手段である停止制御部４０２は、受信信号解析部４０１からの解析情報を受け
てこの解析情報の基地局干渉電力情報に基づいて複数の下り信号増幅部１１１－１～１１
１－４の動作を制御する。基地局干渉電力が閾値以上であることを解析情報の基地局干渉
電力情報が示している時に、停止制御部４０２は、当該基地局干渉電力情報に係る下り信
号増幅部１１１－１～１１１－４の動作を停止させて信号出力されないように制御する。
【００４１】
　また、停止制御部４０３は、受信信号解析部４０１からの解析情報を受けてこの解析情
報の基地局干渉電力情報に基づいて複数の上り信号増幅部１１２－１～１１２－４の動作
を制御する。基地局干渉電力が閾値以上であることを解析情報の基地局干渉電力情報が示
している時に、停止制御部４０３は、当該基地局干渉電力情報に係る上り信号増幅部１１
２－１～１１２－４の動作を停止させる。
【００４２】
　なお、本発明は、本発明の実施の形態１～３において、１つの上り信号増幅部及び１つ
の上り信号増幅部を有するブースタに適用することができる。
【００４３】
　（実施の形態４）
　次に、本発明の実施の形態４について、図面を参照して説明する。図５は、本発明の実
施の形態４に係るブースタの構成を示すブロック図である。本発明の実施の形態４におい
ては、本発明の実施の形態１と同じ構成要素には同じ参照符号が付されて、その説明が省
略される。
【００４４】
　図５に示すように、本発明の実施の形態４に係るブースタ５００は、下り信号増幅部１
１１、上り信号増幅部１１２、屋外側アンテナ１１３、共用器１１４、分配器１１５、受
信信号解析部５０１、周波数選定部５０２、共用器１２０及び屋内側アンテナ１２１を具
備している。
【００４５】
　下り信号増幅部１１１は、下り信号増幅部１１１－１と同じ構成を有している。上り信
号増幅部１１２は、上り信号増幅部１１２－１と同じ構成を有している。
【００４６】
　次に、本発明の実施の形態１に係るブースタ１００と異なる本発明の実施の形態４に係
るブースタ５００の動作について、説明する。
【００４７】
　分配器１１５は、屋外側アンテナ１１３及び共用器１１４を介して受ける基地局からの
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下り信号を複数の下り信号増幅部１１１及び受信信号解析部５０１に分配する。
【００４８】
　複数の下り信号増幅部１１１は、分配器１１５からの下り信号を所定の増幅の利得（増
幅率）で増幅して共用器１２０に与える。
【００４９】
　共用器１２０は、下り信号増幅部１１１からの下り信号を受けて屋内側アンテナ１２１
に与える。屋内側アンテナ１２１は、下り信号増幅部１１１からの下り信号を共用器１２
０を介して受けて下り無線信号として通信端末装置に送信する。また、共用器１２０は、
通信端末装置からの上り信号を受けて上り信号増幅部１１２与える。
【００５０】
　上り信号増幅部１１２は、屋内側アンテナ１２１及び共用器１２０を介して受ける通信
端末装置からの上り信号を所定の増幅率で増幅して共用器１１４に与える。
【００５１】
　共用器１１４は、上り信号増幅部１１２からの上り信号を受けて屋外側アンテナ１１３
に与える。屋外側アンテナ１１３は、上り信号増幅部１１２からの上り信号を共用器１１
４を介して受けて上り無線信号として基地局に送信する。
【００５２】
　受信信号解析部５０１は、屋外側アンテナ１１３、共用器１１４及び分配器１１５を介
して基地局からの下り信号を受ける。受信信号解析部５０１は、下り信号（受信信号）の
止まり木チャネルの情報を解析して解析情報を生成して周波数選定部５０２に与える。こ
の解析情報は、周波数選定情報を有している。
【００５３】
　出力制御手段である周波数選定部５０２は、受信信号解析部５０１からの解析情報を受
けてこの解析情報の周波数選定情報に基づいて、下り信号増幅部１１１及び上り信号増幅
部１１２に割り当てる増幅周波数を選定して周波数選定信号を生成して下り信号増幅部１
１１及び上り信号増幅部１１２に与える。下り信号増幅部１１１及び上り信号増幅部１１
２は、周波数選定信号に対応した増幅周波数帯域の信号のみを出力する。
【００５４】
　次に、本発明の実施の形態４に係るブースタ５００の下り信号増幅部１１１及び上り信
号増幅部１１２について、図面を参照して詳細に説明する。図６は、本発明の実施の形態
４に係るブースタ５００の下り信号増幅部１１１及び上り信号増幅部１１２の構成を示す
ブロック図である。
【００５５】
　下り信号増幅部１１１は、低雑音増幅器２０１、ミキサ２０２、フィルタ２０３、ミキ
サ２０４、増幅器２０５及び局部発振器２０６を具備している。上り信号増幅部１１２は
、低雑音増幅器２０７、ミキサ２０８、フィルタ２０９、ミキサ２１０、増幅器２１１及
び局部発振器２１２を具備している。
【００５６】
　局部発振器２０６は、周波数選定部５０２からの周波数選定信号を受けてこの周波数選
定信号に応答して局部周波数信号を生成してミキサ２０２、２０４に与える。また、局部
発振器２１２は、周波数選定部５０２からの周波数選定信号を受けてこの周波数選定信号
に応答して局部周波数信号を生成してミキサ２０８、２１０に与える。
【００５７】
　低雑音増幅器２０１は、共用器１１４及び分配器１１５を介して受ける基地局からの下
り信号を所定の増幅率で増幅してミキサ２０２に与える。ミキサ２０２は、低雑音増幅器
２０１からの下り信号と局部発振器２０６からの局部周波数信号を混合することにより周
波数が変換された下り信号を生成してフィルタ２０３に与える。
【００５８】
　フィルタ２０３は、ミキサ２０２からの下り信号の内の１つの周波数帯域の下り信号の
みを通過させる。ミキサ２０４は、フィルタ２０３からの下り信号と局部発振器２０６か
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らの局部周波数信号を混合することにより入力周波数と同じ周波数に変換された下り信号
を生成して増幅器２０５に与える。増幅器２０５は、ミキサ２０４からの下り信号を所定
の増幅率で増幅し共用器１２０に与える。
【００５９】
　低雑音増幅器２０７は、屋内側アンテナ１２１及び共用器１２０を介して受ける通信端
末装置からの上り信号を所定の増幅率で増幅してミキサ２０８に与える。ミキサ２０８は
、低雑音増幅器２０７からの上り信号と局部発振器２１２からの局部周波数信号を混合す
ることにより周波数が変換された上り信号を生成してフィルタ２０９に与える。
【００６０】
　フィルタ２０９は、ミキサ２０８からの上り信号の内の１つの周波数帯域の上り信号の
みを通過させる。ミキサ２１０は、フィルタ２０９からの上り信号と局部発振器２１２か
らの局部周波数信号を混合することにより入力周波数と同じ周波数に変換された上り信号
を生成して増幅器２１１に与える。増幅器２１１は、ミキサ２１０からの上り信号を所定
の増幅率で増幅し共用器１１４に与える。
【００６１】
　本発明の実施の形態４に係るブースタ５００においては、周波数選定部５０２は、受信
信号解析部５０１からの解析情報を受けてこの解析情報の周波数選定情報に基づいて、下
り信号増幅部１１１及び上り信号増幅部１１２に割り当てる増幅周波数を選定して周波数
選定信号を生成して下り信号増幅部１１１及び上り信号増幅部１１２に与える。下り信号
増幅部１１１及び上り信号増幅部１１２は、周波数選定信号に対応した増幅周波数帯域の
信号のみを出力する。次に、本発明の実施の形態４に係るブースタ５００におけるこの構
成及び動作について、より具体的に説明する。
【００６２】
　以下の説明において、下り信号増幅部１１１のフィルタ２０３の中心周波数はＩＦとさ
れ、かつ、周波数選定部５０２が選定する周波数（増幅周波数）はＲＦとされる。
【００６３】
　周波数を選定するために、局部発振器２０６で出力する周波数Ｌ０は、ＲＦ－ＩＦ又は
ＲＦ＋ＩＦとする。この周波数Ｌ０を変えることにより周波数（増幅周波数）の選定が可
能をなる。
【００６４】
　ミキサ２０２は、周波数Ｌ０及び周波数ＲＦの入力信号を受けると、周波数（ＲＦ－Ｉ
Ｆ）の出力信号を出力する。このため、局部発振器２０６から出力される周波数（ＲＦ－
ＩＦ又はＲＦ＋ＩＦ）を周波数Ｌ０に代入すると、ミキサ２０２から出力される周波数は
、ＲＦ－（ＲＦ－ＩＦ）＝ＩＦとなる。したがって、フィルタ２０３の中心周波数はＩＦ
となる。ゆえに、フィルタ２０３を通過する周波数は、ＩＦのみとなり、ミキサ２０４に
与えられる。
【００６５】
　ミキサ２０４は、周波数Ｌ０及び周波数ＩＦの入力信号を受けると、周波数（Ｌ０＋Ｉ
Ｆ）の出力信号を出力する。このため、局部発振器２０６から出力される周波数（ＲＦ－
ＩＦ又はＲＦ＋ＩＦ）を周波数Ｌ０に代入すると、ミキサ２０４から出力される周波数は
、（ＲＦ－ＩＦ）＋ＩＦ＝ＲＦとなり、ミキサ２０４から元の周波数ＲＦが出力される。
【００６６】
　上り信号増幅部１１２のミキサ２０８、フィルタ２０９、ミキサ２１０及び局部発振器
２１２の動作は、下り信号増幅部１１１のミキサ２０２、フィルタ２０３、ミキサ２０４
及び局部発振器２０６と同じである。
【００６７】
　なお、前記解析情報の周波数選定情報としては、受信信号の受信品質情報、受信信号の
パスロス値情報又は受信信号の基地局干渉電力情報がある。
【００６８】
　本発明の実施の形態４に係るブースタ５００において、周波数選定部５０２は、受信信
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号の受信品質の最も高い周波数選定情報を解析情報が有している時に、当該周波数選定情
報に対応する下り信号増幅部１１１及び上り信号増幅部１１２の増幅周波数を選定するよ
うに構成されてもよい。
【００６９】
　また、本発明の実施の形態４に係るブースタ５００において、周波数選定部５０２は、
受信信号のパスロスが最も小さい周波数選定情報を解析情報が有している時に、当該周波
数選定情報に対応する下り信号増幅部１１１及び上り信号増幅部１１２の増幅周波数を選
定するように構成されてもよい。
【００７０】
　また、本発明の実施の形態４に係るブースタ５００において、周波数選定部５０２は、
受信信号の基地局干渉電力が最も小さい周波数選定情報を解析情報が有している時に、当
該周波数選定情報に対応する下り信号増幅部１１１及び上り信号増幅部１１２の増幅周波
数を選定するように構成されてもよい。
【００７１】
　このように、本実施の形態４によれば、受信信号の止まり木チャネルの情報を解析して
解析情報を生成し、前記解析情報に基づいて下り信号増幅部及び上り信号増幅部の増幅周
波数を選定するため、選定された周波数帯域以外の干渉信号などの大きな雑音を増幅する
のを防止することができるから、基地局に悪い影響を与えない。
【００７２】
　（実施の形態５）
　次に、本発明の実施の形態５について、図面を参照して説明する。図７は、本発明の実
施の形態５に係るブースタの構成を示すブロック図である。本発明の実施の形態５におい
ては、本発明の実施の形態１と同じ構成要素には同じ参照符号が付されて、その説明が省
略される。
【００７３】
　図７に示すように、本発明の実施の形態５に係るブースタ７００は、下り信号増幅部１
１１－１～１１１－４、上り信号増幅部１１２－１～１１２－４、屋外側アンテナ１１３
、共用器１１４、分配器１１５、合成器１２３、受信信号解析部７０１、周波数選定部７
０２、利得可変部７０３、合成器１１９、分配器１２２、共用器１２０及び屋内側アンテ
ナ１２１を具備している。
【００７４】
　分配器１１５は、屋外側アンテナ１１３及び共用器１１４を介して受ける基地局からの
下り信号を複数の下り信号増幅部１１１－１～１１１－４及び受信信号解析部７０１に分
配する。
【００７５】
　受信信号解析部７０１は、屋外側アンテナ１１３、共用器１１４及び分配器１１５を介
して基地局からの下り信号を受ける。受信信号解析部７０１は、下り信号（受信信号）の
止まり木チャネルの情報を解析して解析情報を生成して周波数選定部７０２及び利得可変
部７０３に与える。この解析情報は、周波数選定情報を有している。周波数選定情報は、
例えば、３ＧＰＰのＷＣＤＭＡであった場合には、ＣＰＩＣＨより算出したＲＳＣＰ（Ｒ
ｅｃｅｉｖｅｄ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｃｏｄｅ　Ｐｏｗｅｒ）情報、またはＣＰＩＣＨから入
手できる送信電力（ＴｘＰｏｗｅｒ）情報及びＣＰＩＣＨより算出したＲＳＣＰ情報であ
る。受信信号解析部７０１は、周波数選定部７０２に対して、算出したＲＳＣＰ情報によ
り、増幅周波数の選定を制御しても良いし、入手したＴｘＰｏｗｅｒ情報と算出したＲＳ
ＣＰ情報によりパスロスを算出し、算出したパスロスの情報により、増幅周波数の選定を
制御しても良い。
【００７６】
　出力制御手段である周波数選定部７０２は、受信信号解析部７０１からの解析情報を受
けてこの解析情報の周波数選定情報に基づいて、下り信号増幅部１１１及び上り信号増幅
部１１２に割り当てる増幅周波数を選定して周波数選定信号を生成して下り信号増幅部１
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１１及び上り信号増幅部１１２に与える。周波数選定部７０２は、周波数選定情報におい
て、受信できる周波数が複数ある場合には、下り増幅部１１１－１～１１１－４と上り増
幅部１１２－１～１１２－４に対して、受信品質の良い順、即ちＲＳＣＰの高い順または
パスロスの小さい順に周波数を割り当てる。この場合、各下り増幅部１１１－１～１１１
－４と各上り増幅部１１２－１～１１２－４に対して、周波数選択部７０２により、異な
る周波数を設定することになる。また、周波数選定部７０２は、受信できる複数周波数の
止まり木情報（報知情報）を常時モニターすることにより、受信品質の良い周波数の順位
が変化した場合には、再度、周辺周波数を再検査し、受信品質の良い順に、下り増幅部１
１１－１～１１１－４と上り増幅部１１２－１～１１２－４の割り当てをやり直す。
【００７７】
　利得可変部７０３は、受信できる周波数の受信レベルが違う場合には、受信信号解析部
７０１から入力した解析情報に基づいて、受信レベルの強さに応じて、下り増幅部１１１
－１～１１１－４と上り増幅部１１２－１～１１２－４の利得を変える。これにより、ブ
ースタ７００内において、良好な受信品質を維持できる。
【００７８】
　（実施の形態６）
　図８は、本発明の実施の形態６に係るブースタの構成を示すブロック図である。図８に
示すように、本実施の形態６に係るブースタ８００は、下り信号増幅部８１０、上り信号
増幅部８２０、屋外側アンテナ８３０、共用器８４０、分配器８５０、共用器８６０、屋
内側アンテナ８７０、制御部８８０及び外部入出力端子８９０を具備している。
【００７９】
　下り信号増幅部８１０は、低雑音増幅器８１１、可変減衰器８１２及び増幅器８１３を
具備している。上り信号増幅部８２０は、低雑音増幅器８２１、可変減衰器８２２及び増
幅器８２３を具備している。制御部８８０は、受信制御部８８１、装置制御部８８２及び
監視制御部８８３を具備している。
【００８０】
　屋外側アンテナ８３０は、屋外に位置する基地局との間で信号の送受信を行うものであ
る。屋外側アンテナ８３０は、基地局から受信した無線信号を共用器８４０及び分配器８
５０を介して下り信号増幅部８１０に与える。また、屋外側アンテナ８３０は、上り信号
増幅部８２０からの信号を共用器８４０を介して受けて無線信号として基地局に送信する
。
【００８１】
　分配器８５０は、屋外側アンテナ８３０及び共用器８４０を介して受ける基地局からの
信号を下り信号増幅部８１０の低雑音増幅器８１１と制御部８８０の受信制御部８８１と
に分配する。
【００８２】
　下り信号増幅部８１０は、分配器８５０からの信号を制御部８８０から指定された増幅
の利得（増幅率）に応じて増幅して共用器８６０へ送出する。低雑音増幅器８１１は、共
用器８４０を介して受ける基地局装置からの信号を規定の増幅率にて増幅して可変減衰器
８１２に与える。
【００８３】
　可変減衰器８１２は、低雑音増幅器８１１からの信号を減衰させて増幅器８１３に与え
る。この時に、可変減衰器８１２は、装置制御部８８２からの指示に応じて減衰率を可変
する。増幅器８１３は、可変減衰器８１２からの信号を受信制御部８８１により指示され
た増幅率で増幅し共用器８６０を介して屋内側アンテナ８７０に与える。
【００８４】
　共用器８６０は、増幅器８１３からの信号を受けて屋内側アンテナ８７０に与える。ま
た、共用器８６０は、通信端末装置からの信号を屋内側アンテナ８７０を介して受けて上
り信号増幅部８２０に与える。屋内側アンテナ８７０は、増幅器８１３からの信号を共用
器８６０を介して受けて無線信号として通信端末装置に送信する。
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【００８５】
　上り信号増幅部８２０は、共用器８６０を介して受ける通信端末装置からの信号を制御
部８８０により指定された増幅率で増幅して共用器８４０へ送出する。
【００８６】
　低雑音増幅器８２１は、共用器８６０を介して受ける通信端末装置からの信号を規定の
増幅率にて増幅して可変減衰器８２２に与える。
【００８７】
　可変減衰器８２２は、低雑音増幅器８２１からの信号を減衰させて増幅器８２３に与え
る。この時に、可変減衰器８２２は、装置制御部８８２からの指示に応じて減衰率を可変
する。増幅器８２３は、可変減衰器８２２からの信号を受信制御部８８１により指示され
た増幅率で増幅し共用器８４０を介して屋外側アンテナ８３０に与える。
【００８８】
　共用器８４０は、増幅器８２３からの信号を受けて屋外側アンテナ８３０に与える。屋
外側アンテナ８３０は、増幅器８２３からの信号を共用器８４０を介して受けて無線信号
として基地局に送信する。
【００８９】
　制御部８８０は、基地局からの信号を屋外側アンテナ８３０、共用器８４０及び分配器
８５０を介して受信し、受信した信号の情報に基づいて下り信号増幅部８１０及び上り信
号増幅部８２０に設定する増幅の利得（増幅率）を制御する。制御部８８０は、受信制御
部８８１、装置制御部８８２及び監視制御部８８３を具備している。
【００９０】
　受信制御部８８１は、基地局からの信号を屋外側アンテナ８３０、共用器８４０及び分
配器８５０を介して受信し、受信した信号の情報を解析し、その解析結果に応じて増幅器
８１３及び増幅器８２３に設定する増幅率の制御を行う。
【００９１】
　装置制御部８８２は、下り信号増幅部８１０、上り信号増幅部８２０及び受信制御部８
８１を制御し、かつ、外部入出力端子８９０を介して外部の通信端末装置との接続機能を
有している。
【００９２】
　監視制御部８８３は、受信制御部８８１及び装置制御部８８２から収集した装置内部の
動作情報を外部入出力端子８９０を介して外部の統合監視装置に報告する。外部入出力端
子８９０は、外部通信端末装置と装置制御部８８２との接続機能及び外部の統合監視装置
と監視制御部８８３との接続機能を有している。
【００９３】
　次に、本実施の形態６に係るブースタ８００の受信制御部８８１について、図８及び図
９を参照して詳細に説明する。図９は、本実施の形態６に係るブースタ８００の受信制御
部８８１の構成を示すブロック図である。
【００９４】
　図９に示すように、本実施の形態６に係るブースタ８００の受信制御部８８１は、止ま
り木検出部９０１、報知情報受信部９０２、隣接セル情報取得部９０３、伝搬損失算出部
９０４、最低伝搬損失判定部９０５及び利得制御部９０６を具備している。
【００９５】
　止まり木検出部９０１は、基地局が送信する基準信号である止まり木チャネルの検出及
び受信レベルの測定を行う。報知情報受信部９０２は、止まり木チャネルで送信される基
地局情報を格納した信号である報知情報を受信する。
【００９６】
　隣接セル情報取得部９０３は、報知情報受信部９０２からの報知情報を解読して隣接す
る複数のセルの情報を格納する隣接セル情報を取得する。伝搬損失算出部９０４は、隣接
セル情報取得部９０３からの送信電力値を含む隣接セル情報に基づいて複数の隣接セルの
受信信号レベルを測定し各セルの伝搬損失を算出する。
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【００９７】
　最低伝搬損失判定部９０５は、伝搬損失算出部９０４からの複数の伝搬損失を比較して
最低の伝搬損失を判定する。利得制御部９０６は、最低伝搬損失判定部９０５により判定
された最低の伝搬損失に応じて送受信する信号の増幅利得を制御する。すなわち、利得制
御部９０６は、最低伝搬損失判定部９０５により判定された最低の伝搬損失に応じて増幅
器８１３及び増幅器８２３の増幅率を制御する。
【００９８】
　（実施の形態７）
　図１０は、本発明の実施の形態７に係るブースタの受信制御部８８１の構成を示すブロ
ック図である。本実施の形態７のブースタは、図１０に示すように、上記実施の形態６で
示した受信制御部８８１の機能である報知情報解読機能を削除している。報知情報解読機
能の削除により、受信制御部８８１で入手できなくなった情報は、外部からエリアアナラ
イザなどで解析、入手し、ブースタに設定する。なお、本実施の形態７におけるブースタ
は、受信制御部８８１の報知情報解読機能を削除した以外は図８と同一構成であるので、
その説明は省略する。また、図１０において、図９と同一構成である部分には同一の符号
を付して、その説明は省略する。
【００９９】
　このように、本実施の形態７によれば、ブースタの機能を簡易にしても、ブースタで解
読できなくなった情報を外部から設定するようにすることにより、実施の形態６で示した
ブースタと同じ効果が得られる。
【０１００】
　（実施の形態８）
　図１１は、本発明の実施の形態８に係るブースタの構成を示すブロック図である。図１
１に示すように、本発明の実施の形態８に係るブースタ１１００は、下り信号増幅部１１
１１、上り信号増幅部１１１２、屋外側アンテナ１１１３、共用器１１１４、分配器１１
１５、共用器１１１６、屋内側アンテナ１１１７、受信部１１１８、制御部１１１９、不
揮発メモリ装置１１２０、利得制御部１１２１、計時部１１２２及びバックアップ電源１
１２３を具備している。
【０１０１】
　下り信号増幅部１１１１は、低雑音増幅器１１１１１、可変減衰器１１１１２及び増幅
器１１１１３を具備している。上り信号増幅部１１１２は、低雑音増幅器１１１２１、可
変減衰器１１１２２及び増幅器１１１２３を具備している。
【０１０２】
　屋外側アンテナ１１１３は、屋外に位置する基地局との間で信号の送受信を行うもので
ある。屋外側アンテナ１１１３は、基地局からの信号（無線信号）を受けて受信信号を生
成して共用器１１１４及び分配器１１１５を介して下り信号増幅部１１１１に与える。ま
た、屋外側アンテナ１１１３は、上り信号増幅部１１１２からの信号を共用器１１１４を
介して受けて無線信号として基地局に送信する。
【０１０３】
　分配器１１１５は、屋外側アンテナ１１１３及び共用器１１１４を介して受ける基地局
からの信号を下り信号増幅部１１１１の低雑音増幅器１１１１１と受信部１１１８とに分
配する。
【０１０４】
　下り信号増幅部１１１１は、分配器１１１５からの信号を利得制御部１１２１から指定
された増幅の利得（増幅率）に応じて増幅して共用器１１１６へ送出する。低雑音増幅器
１１１１１は、共用器１１１４及び分配器１１１５を介して受ける基地局装置からの信号
を規定の増幅率にて増幅して可変減衰器１１１１２に与える。
【０１０５】
　可変減衰器１１１１２は、低雑音増幅器１１１１１からの信号を減衰させて増幅器１１
１１３に与える。この時に、可変減衰器１１１１２は、利得制御部１１２１からの指示に
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応じて減衰率を可変する。増幅器１１１１３は、可変減衰器１１１１２からの信号を利得
制御部１１２１により指示された増幅率で増幅し共用器１１１６を介して屋内側アンテナ
１１１７に与える。
【０１０６】
　共用器１１１６は、増幅器１１１１３からの信号を受けて屋内側アンテナ１１１７に与
える。また、共用器１１１６は、通信端末装置からの信号を受けて上り信号増幅部１１１
２に与える。屋内側アンテナ１１１７は、増幅器１１１１３からの信号を共用器１１１６
を介して受けて無線信号として通信端末装置に送信する。
【０１０７】
　上り信号増幅部１１１２は、共用器１１１６を介して受ける通信端末装置からの信号を
利得制御部１１２１により指定された増幅率で増幅して共用器１１１４へ送出する。
【０１０８】
　低雑音増幅器１１１２１は、共用器１１１６を介して受ける通信端末装置からの信号を
規定の増幅率にて増幅して可変減衰器１１１２２に与える。
【０１０９】
　可変減衰器１１１２２は、低雑音増幅器１１１２１からの信号を減衰させて増幅器１１
１２３に与える。この時に、可変減衰器１１１２２は、利得制御部１１２１からの指示に
応じて減衰率を可変する。増幅器１１１２３は、可変減衰器１１１２２からの信号を利得
制御部１１２１により指示された増幅率で増幅し共用器１１１４を介して屋外側アンテナ
１１１３に与える。
【０１１０】
　共用器１１１４は、増幅器１１１２３からの信号を受けて屋外側アンテナ１１１３に与
える。屋外側アンテナ１１１３は、増幅器１１１２３からの信号を共用器１１１４を介し
て受けて無線信号として基地局に送信する。
【０１１１】
　受信部１１１８は、基地局からの基地局信号を屋外側アンテナ１１１３、共用器１１１
４及び分配器１１１５を介して受けて、基地局信号の制御チャネル情報をデコードし、ま
た、受信信号の受信レベル情報を制御部１１１９に与える。また、受信部１１１８は、基
地局からの信号を屋外側アンテナ１１１３、共用器１１１４及び分配器１１１５を介して
受けて受信信号を生成し、この受信信号の受信レベルを検出して制御部１１１９に与える
。
【０１１２】
　制御部１１１９は、受信部１１１８からの情報に基づいて下り信号増幅部１１１１及び
上り信号増幅部１１１２に設定する増幅の利得（増幅率）を決めて利得制御部１１２１に
指示を与える。また、制御部１１１９は、不揮発メモリ装置１１２０に情報を書き込み、
また、不揮発メモリ装置１１２０から情報を読み出す。また、制御部１１１９は、計時部
１１２２の制御を行う。
【０１１３】
　利得制御部１１２１は、制御部１１１９からの指示に基づいて下り信号増幅部１１１１
及び上り信号増幅部１１１２の増幅の利得（増幅率）を制御する。
【０１１４】
　不揮発メモリ装置１１２０は、報知情報の受信レベルなどの情報を保持するものであり
、ブースタ１１００への電力供給が停止しても書き込まれた情報を保持する。計時部１１
２２は、時刻及び日付を計測して時刻情報を制御部１１１９に与える。バックアップ電源
１１２３は、ブースタ１１００への電力供給が停止した時に計時部１１２２の時刻情報が
消えないようにバックアップする。
【０１１５】
　次に、本発明の実施の形態８に係るブースタ１１００について、図１１及び図１２を参
照して詳細に説明する。
【０１１６】
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　制御部１１１９は、受信部１１１８からの報知情報の受信レベルと計時部１１２２から
の時刻情報と共に不揮発メモリ装置１１２０に書き込んで保持させる。制御部１１１９は
、不揮発メモリ装置１１２０に保持されている受信レベル及び時刻情報に基づいて受信レ
ベルの変動が小さい小変動時間帯を検出し、前記小変動時間帯における受信レベルに基い
て利得を制御する指示を利得制御部１１２１に与える。受信レベルの変動が小さいとは、
前回の受信レベルと今回の受信レベルの差分値が閾値以下であることを示す。
【０１１７】
　制御部１１１９は、例えば、報知情報の受信レベルと時刻情報とが図１２に示す場合に
、受信レベルの変動が小さい小変動時間帯（Ａ区間）を検出し、このＡ区間における受信
レベルに基いて利得を制御する指示を利得制御部１１２１に与える。利得制御部１１２１
は、制御部１１１９からの指示に基づいて下り信号増幅部１１１１及び上り信号増幅部１
１１２の増幅の利得（増幅率）を制御する。
【０１１８】
　（実施の形態９）
　次に、本発明の実施の形態９について、図面を参照して詳細に説明する。図１３は、本
発明の実施の形態９に係るブースタの構成を示すブロック図である。本発明の実施の形態
９においては、本発明の実施の形態８と同じ構成要素には同じ参照符号が付されてその説
明が省略される。
【０１１９】
　図１３に示すように、本発明の実施の形態９に係るブースタ１３００は、本発明の実施
の形態８において制御部１１１９の代わりに制御部１３０１を具備している。
【０１２０】
　すなわち、本発明の実施の形態９に係るブースタ１３００は、下り信号増幅部１１１１
、上り信号増幅部１１１２、屋外側アンテナ１１１３、共用器１１１４、分配器１１１５
、共用器１１１６、屋内側アンテナ１１１７、受信部１１１８、制御部１３０１、不揮発
メモリ装置１１２０、利得制御部１１２１、計時部１１２２及びバックアップ電源１１２
３を具備している。
【０１２１】
　次に、本発明の実施の形態８と異なる本発明の実施の形態９に係るブースタ１３００の
動作について、図１３及び図１２を参照して説明する。
【０１２２】
　制御部１３０１は、不揮発メモリ装置１１２０に保持されている報知情報の受信レベル
及び時刻情報に基づいて受信レベルの変動を検出し、検出される受信レベルの変動が大き
い大変動時間帯において所定時間当たりの前記受信レベルの平均値を求めて当該平均値に
基づいて利得を制御する指示を利得制御部１１２１に与える。受信レベルの変動が大きい
とは、前回の受信レベルと今回の受信レベルの差分値が閾値より大きいことを示す。
【０１２３】
　制御部１３０１は、例えば、報知情報の受信レベルと時刻情報とが図１２に示す場合に
、受信レベルの変動が大きい大変動時間帯（Ｂ区間）において所定時間当たりの前記受信
レベルの平均値を求めて当該平均値に基づいて利得を制御する指示を利得制御部１１２１
に与える。利得制御部１１２１は、制御部１３０１からの指示に基づいて下り信号増幅部
１１１１及び上り信号増幅部１１１２の増幅の利得（増幅率）を制御する。これにより、
フェージングの影響にも追従した利得制御が可能になる。
【０１２４】
　なお、平均値による利得制御が最適化されたかを判断するため、図１４に示すように、
ブースタ１４００の下り出力レベルをモニターする下り出力レベルモニター部１４０１を
設けても良い。図１４は、本実施の形態９に係るブースタの他の例を示すブロック図であ
る。図１４において、図１３と同一構成である部分には同一の符号を付して、その説明は
省略する。図１４では、出力レベルモニター部１４０１でのモニター結果の情報を所定時
間当たりで平均化し、平均化した値が一定範囲内に入っているか否かで、最適化されたか
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を示しており、実線は出力レベルを示している。出力レベルモニター部１４０１にてフェ
ージングによる下り入力レベルの変動をモニターすることにより、ブースタ１４００の利
得制御部１１２１での利得制御により、出力レベルが一定になったか否かを判断すること
ができる。利得制御部１１２１は、出力レベル上限以下で且つ出力レベル下限以上の一定
範囲＃１５０２内に出力レベルが収まるように利得制御する。出力レベルが一定に抑え込
めていない場合、即ち出力レベル上限より大きい場合（＃１５０１の場合）または出力レ
ベル下限未満の場合には、利得制御周期を早めることで追従性を良くし、出力レベルを出
力レベル上限以下に抑え込むように制御する。
【０１２５】
　（実施の形態１０）
　次に、本発明の実施の形態１０について、図面を参照して詳細に説明する。図１６は、
本発明の実施の形態１０に係るブースタの構成を示すブロック図である。本発明の実施の
形態１０においては、本発明の実施の形態８と同じ構成要素には同じ参照符号が付されて
その説明が省略される。
【０１２６】
　図１６に示すように、本発明の実施の形態１０に係るブースタ１６００は、本発明の実
施の形態８において制御部１１１９の代わりに制御部１６０１を具備している。
【０１２７】
　すなわち、本発明の実施の形態１０に係るブースタ１６００は、下り信号増幅部１１１
１、上り信号増幅部１１１２、屋外側アンテナ１１１３、共用器１１１４、分配器１１１
５、共用器１１１６、屋内側アンテナ１１１７、受信部１１１８、制御部１６０１、不揮
発メモリ装置１１２０、利得制御部１１２１、計時部１１２２及びバックアップ電源１１
２３を具備している。
【０１２８】
　次に、本発明の実施の形態８と異なる本発明の実施の形態１０に係るブースタ１６００
の動作について、図１６及び図１２を参照して説明する。
【０１２９】
　制御部１６０１は、不揮発メモリ装置１１２０に保持されている受信レベル及び時刻情
報に基づいて受信レベルの変動を検出し、検出される受信レベルの変動が小さい小変動時
間帯（図１２のＡ区間）における前記受信レベルに基いて利得を制御する指示を利得制御
部１１２１に与え、かつ、検出される受信レベルの変動が大きい大変動時間帯（図１２の
Ｂ区間）において所定時間当たりの前記受信レベルの平均値を求めて当該平均値に基づい
て利得を制御する指示を利得制御部１１２１に与える。利得制御部１１２１は、制御部１
６０１からの指示に基づいて下り信号増幅部１１１１及び上り信号増幅部１１１２の増幅
の利得（増幅率）を制御する。
【０１３０】
　なお、本発明の実施の形態８～実施の形態１０において、通信ネットワークシステムは
、自身が保持しているトラフィック情報によりブースタ１１００、１３００、１６００の
利得の制御タイミングを決定するようにしてもよい。
【０１３１】
　本明細書は、２００４年１２月１３日出願の特願２００４－３５９９９８と２００４年
１０月２０日出願の特願２００４－３０６０９６と２００４年１０月２５日出願の特願２
００４－３０９３０１に基づく。これらの内容はすべてここに含めておく。
【産業上の利用可能性】
【０１３２】
　本発明は、基地局に悪い影響を与えない効果を有し、ブースタに有用である。
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】



(20) JP WO2006/043592 A1 2006.4.27

【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【手続補正書】
【提出日】平成18年3月22日(2006.3.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【書類名】請求の範囲
【請求項１】少なくとも１つの下り信号増幅部及び少なくとも１つの上り信号増幅部を具
備するブースタにおいて、
　基地局からの受信信号の止まり木チャネルの情報を解析して解析情報を生成する受信信
号解析手段と、
　前記解析情報が示す通信品質に基づいて前記上り信号増幅部及び前記下り信号増幅部か
ら信号を出力させる場合と信号を出力させない場合とを制御する出力制御手段と、
　を具備するブースタ。
【請求項２】前記出力制御手段は、前記通信品質を示す受信信号の受信品質が閾値以下で
ある場合に前記下り信号増幅部及び前記上り信号増幅部の動作を停止させて信号を出力さ
せないように制御する請求項１記載のブースタ。
【請求項３】前記出力制御手段は、前記通信品質を示す基地局干渉電力が閾値以上である
場合に前記下り信号増幅部及び前記上り信号増幅部の動作を停止させて信号を出力させな
いように制御する請求項１記載のブースタ。
【請求項４】前記出力制御手段は、前記通信品質に基づいて前記下り信号増幅部及び前記
上り信号増幅部に割り当てる周波数を選定するとともに、選定した周波数が割り当てられ
た前記下り信号増幅部及び前記上り信号増幅部のみから信号が出力されるように制御する
請求項１記載のブースタ。
【請求項５】前記出力制御手段は、前記通信品質を示す受信品質の最も高い周波数を選定
する請求項４記載のブースタ。
【請求項６】前記出力制御手段は、前記通信品質を示すパスロスが最も小さい周波数を選
定する請求項４記載のブースタ。
【請求項７】前記出力制御手段は、前記通信品質を示す基地局干渉電力が最も小さい周波
数を選定する請求項４記載のブースタ。
【請求項８】前記出力制御手段は、前記通信品質を示す受信品質の良い信号の周波数から
順番に選定する請求項４記載のブースタ。
【請求項９】前記出力制御手段は、前記通信品質を示すパスロスが低い信号の周波数から
順番に選定する請求項４記載のブースタ。
【請求項１０】（削除）
【請求項１１】（削除）
【請求項１２】（削除）
【請求項１３】（追加）基地局からの受信信号の止まり木チャネルの情報を解析して解析
情報を生成する受信信号解析手段と、
　前記解析情報が示す通信品質に基づいて周波数を選定する周波数選定手段と、
　前記周波数選定手段で選定された周波数の下り信号を増幅する下り信号増幅手段と、
　前記周波数選定手段で選定された周波数の上り信号を増幅する上り信号増幅手段と、
　前記解析情報が示す通信品質に基づいて前記上り信号増幅手段及び前記下り信号増幅手
段から信号を出力させる場合と信号を出力させない場合とを制御する停止制御手段と、
　を具備するブースタ。
【請求項１４】（追加）前記停止制御手段は、前記通信品質を示す受信信号の受信品質が
閾値以下である場合に前記下り信号増幅手段及び前記上り信号増幅手段の動作を停止させ
て信号を出力させないように制御する請求項１３記載のブースタ。
【請求項１５】（追加）前記停止制御手段は、前記通信品質を示す基地局干渉電力が閾値
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以上である場合に前記下り信号増幅手段及び前記上り信号増幅手段の動作を停止させて信
号を出力させないように制御する請求項１３記載のブースタ。
【請求項１６】（追加）前記周波数選定手段は、前記通信品質を示す受信品質の最も高い
周波数を選定する請求項１３記載のブースタ。
【請求項１７】（追加）前記周波数選定手段は、前記通信品質を示すパスロスが最も小さ
い周波数を選定する請求項１３記載のブースタ。
【請求項１８】（追加）前記周波数選定手段は、前記通信品質を示す基地局干渉電力が最
も小さい周波数を選定する請求項１３記載のブースタ。
【請求項１９】（追加）前記周波数選定手段は、前記通信品質を示す受信品質の良い信号
の周波数から順番に選定し、
　前記下り信号増幅手段は、前記周波数選定手段で選定した周波数毎に下り信号を増幅し
、
　前記上り信号増幅手段は、前記周波数選定手段で選定した周波数毎に上り信号を増幅す
る請求項１３記載のブースタ。
【請求項２０】（追加）前記周波数選定手段は、前記通信品質を示すパスロスが低い信号
の周波数から順番に選定し、
　前記下り信号増幅手段は、前記周波数選定手段で選定した周波数毎に下り信号を増幅し
、
　前記上り信号増幅手段は、前記周波数選定手段で選定した周波数毎に上り信号を増幅す
る請求項１３記載のブースタ。
【請求項２１】（追加）前記周波数選定手段は、前記通信品質を示す基地局干渉電力が低
い信号の周波数から順番に選定し、
　前記下り信号増幅手段は、前記周波数選定手段で選定した周波数毎に下り信号を増幅し
、
　前記上り信号増幅手段は、前記周波数選定手段で選定した周波数毎に上り信号を増幅す
る請求項１３記載のブースタ。
【請求項２２】（追加）前記周波数選定手段は、前記通信品質が変化した場合に前記選定
をやり直す請求項１３記載のブースタ。
【請求項２３】（追加）前記通信品質を示す受信品質またはパスロス値または基地局干渉
電力に基づいて、前記周波数選定手段にて選定された周波数が割り当てられた前記上り信
号増幅手段及び前記下り信号増幅手段の利得を可変にて設定する利得可変手段を具備する
請求項１３記載のブースタ。
【手続補正書】
【提出日】平成19年4月6日(2007.4.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局からの受信信号の止まり木チャネルの情報を解析して解析情報を生成する受信信
号解析手段と、
　前記解析情報が示す通信品質に基づいて周波数を選定する周波数選定手段と、
　前記周波数選定手段で選定された周波数の下り信号を増幅する下り信号増幅手段と、
　前記周波数選定手段で選定された周波数の上り信号を増幅する上り信号増幅手段と、
　前記解析情報が示す通信品質に基づいて前記上り信号増幅手段及び前記下り信号増幅手
段から信号を出力させる場合と信号を出力させない場合とを制御する停止制御手段と、
　を具備するブースタ。
【請求項２】
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　前記停止制御手段は、前記通信品質を示す受信信号の受信品質が閾値以下である場合に
前記下り信号増幅手段及び前記上り信号増幅手段の動作を停止させて信号を出力させない
ように制御する請求項１記載のブースタ。
【請求項３】
　前記停止制御手段は、前記通信品質を示す基地局干渉電力が閾値以上である場合に前記
下り信号増幅手段及び前記上り信号増幅手段の動作を停止させて信号を出力させないよう
に制御する請求項１記載のブースタ。
【請求項４】
　前記周波数選定手段は、前記通信品質を示す受信品質の最も高い周波数を選定する請求
項１記載のブースタ。
【請求項５】
　前記周波数選定手段は、前記通信品質を示すパスロスが最も小さい周波数を選定する請
求項１記載のブースタ。
【請求項６】
　前記周波数選定手段は、前記通信品質を示す基地局干渉電力が最も小さい周波数を選定
する請求項１記載のブースタ。
【請求項７】
　前記周波数選定手段は、前記通信品質を示す受信品質の良い信号の周波数から順番に選
定し、
　前記下り信号増幅手段は、前記周波数選定手段で選定した周波数毎に下り信号を増幅し
、
　前記上り信号増幅手段は、前記周波数選定手段で選定した周波数毎に上り信号を増幅す
る請求項１記載のブースタ。
【請求項８】
　前記周波数選定手段は、前記通信品質を示すパスロスが低い信号の周波数から順番に選
定し、
　前記下り信号増幅手段は、前記周波数選定手段で選定した周波数毎に下り信号を増幅し
、
　前記上り信号増幅手段は、前記周波数選定手段で選定した周波数毎に上り信号を増幅す
る請求項１記載のブースタ。
【請求項９】
　前記周波数選定手段は、前記通信品質を示す基地局干渉電力が低い信号の周波数から順
番に選定し、
　前記下り信号増幅手段は、前記周波数選定手段で選定した周波数毎に下り信号を増幅し
、
　前記上り信号増幅手段は、前記周波数選定手段で選定した周波数毎に上り信号を増幅す
る請求項１記載のブースタ。
【請求項１０】
　前記周波数選定手段は、前記通信品質が変化した場合に前記選定をやり直す請求項１記
載のブースタ。
【請求項１１】
　前記通信品質を示す受信品質またはパスロス値または基地局干渉電力に基づいて、前記
周波数選定手段にて選定された周波数が割り当てられた前記上り信号増幅手段及び前記下
り信号増幅手段の利得を可変にて設定する利得可変手段を具備する請求項１記載のブース
タ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基地局と移動通信機との間で送受信される信号を増幅するブースタに関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来のブースタとして、特許文献１に記載されたものがある。この特許文献１に記載さ
れたブースタは、送受信される信号の増幅の利得（増幅率）を制御している。
【特許文献１】特開２００１－６９０９１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、従来のブースタにおいては、受信信号の受信品質が悪い場合にも信号を
増幅しているため、雑音も増幅するから、基地局に悪い影響を与えるという問題がある。
【０００４】
　本発明の目的は、基地局に悪い影響を与えないブースタを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明のブースタは、基地局からの受信信号の止まり木チャネルの情報を解析して解析
情報を生成する受信信号解析手段と、前記解析情報が示す通信品質に基づいて周波数を選
定する周波数選定手段と、前記周波数選定手段で選定された周波数の下り信号を増幅する
下り信号増幅手段と、前記周波数選定手段で選定された周波数の上り信号を増幅する上り
信号増幅手段と、前記解析情報が示す通信品質に基づいて前記上り信号増幅手段及び前記
下り信号増幅手段から信号を出力させる場合と信号を出力させない場合とを制御する停止
制御手段と、を具備する構成を採る。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、通信品質に基づいて上り信号増幅部及び下り信号増幅部からの信号の
出力を制御するので、基地局に悪い影響を与えない。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　次に、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。
【０００８】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１に係るブースタの構成を示すブロック図である。図１に
示すように、本発明の実施の形態１に係るブースタ１００は、複数の下り信号増幅部１１
１－１～１１１－４、複数の上り信号増幅部１１２－１～１１２－４、屋外側アンテナ１
１３、共用器１１４、分配器１１５、受信信号解析部１１６、周波数選定部１１７、停止
制御部１１８、合成器１１９、共用器１２０、屋内側アンテナ１２１、分配器１２２、合
成器１２３及び停止制御部１２４を具備している。
【０００９】
　屋外側アンテナ１１３は、屋外に位置する基地局との間で信号の送受信を行うものであ
る。屋外側アンテナ１１３は、基地局からの下り信号（下り無線信号）を受けて下り受信
信号を生成して共用器１１４及び分配器１１５を介して複数の下り信号増幅部１１１－１
～１１１－４に与える。また、屋外側アンテナ１１３は、複数の上り信号増幅部１１２か
らの上り信号を合成器１２３及び共用器１１４を介して受けて上り無線信号として基地局
に送信する。
【００１０】
　分配器１１５は、屋外側アンテナ１１３及び共用器１１４を介して受ける基地局からの



(25) JP WO2006/043592 A1 2006.4.27

下り信号を複数の下り信号増幅部１１１－１～１１１－４及び受信信号解析部１１６に分
配する。
【００１１】
　複数の下り信号増幅部１１１－１～１１１－４は、分配器１１５からの下り信号を所定
の増幅の利得（増幅率）で増幅して合成器１１９に与える。合成器１１９は、複数の下り
信号増幅部１１１－１～１１１－４からの下り信号を合成して共用器１２０に与える。
【００１２】
　共用器１２０は、合成器１１９からの下り信号を受けて屋内側アンテナ１２１に与える
。屋内側アンテナ１２１は、合成器１１９からの下り信号を共用器１２０を介して受けて
下り無線信号として通信端末装置に送信する。また、共用器１２０は、通信端末装置から
の上り信号を受けて分配器１２２に与える。分配器１２２は、屋内側アンテナ１２１及び
共用器１２０を介して受ける通信端末装置からの上り信号を複数の上り信号増幅部１１２
－１～１１２－４に分配する。
【００１３】
　複数の上り信号増幅部１１２－１～１１２－４は、屋内側アンテナ１２１、共用器１２
０及び分配器１２２を介して受ける通信端末装置からの上り信号を所定の増幅率で増幅し
て合成器１２３に与える。合成器１２３は、複数の上り信号増幅部１１２－１～１１２－
４からの上り信号を合成して共用器１１４に与える。
【００１４】
　共用器１１４は、合成器１２３からの上り信号を受けて屋外側アンテナ１１３に与える
。屋外側アンテナ１１３は、合成器１２３からの上り信号を共用器１１４を介して受けて
上り無線信号として基地局に送信する。
【００１５】
　受信信号解析部１１６は、屋外側アンテナ１１３、共用器１１４及び分配器１１５を介
して基地局からの下り信号を受ける。受信信号解析部１１６は、下り信号（受信信号）の
止まり木チャネルの情報を解析して解析情報を生成して周波数選定部１１７及び停止制御
部１１８、１２４に与える。この解析情報は、周波数を選定するための情報である周波数
選定情報及び受信信号の受信品質（通信品質）を示す情報である受信品質情報を有してい
る。
【００１６】
　周波数選定部１１７は、受信信号解析部１１６からの解析情報を受けてこの解析情報の
周波数選定情報に基づいて、複数の下り信号増幅部１１１－１～１１１－４及び複数の上
り信号増幅部１１２－１～１１２－４に割り当てる周波数を選定して周波数選定信号を生
成して複数の下り信号増幅部１１１－１～１１１－４及び複数の上り信号増幅部１１２－
１～１１２－４に与える。
【００１７】
　出力制御手段である停止制御部１１８は、受信信号解析部１１６からの解析情報を受け
てこの解析情報の受信品質情報に基づいて複数の下り信号増幅部１１１－１～１１１－４
の動作を制御する。前記受信品質情報に係る受信品質が閾値以下であることを解析情報の
受信品質情報が示している時に、停止制御部１１８は、当該受信品質情報に係る下り信号
増幅部１１１－１～１１１－４の動作を停止させて信号が出力されないように制御する。
【００１８】
　また、停止制御部１２４は、受信信号解析部１１６からの解析情報を受けてこの解析情
報の受信品質情報に基づいて複数の上り信号増幅部１１２－１～１１２－４の動作を制御
する。前記受信品質情報に係る受信品質が閾値以下であることを解析情報の受信品質情報
が示している時に、停止制御部１２４は、当該受信品質情報に係る上り信号増幅部１１２
－１～１１２－４の動作を停止させる。
【００１９】
　次に、本発明の実施の形態１に係るブースタ１００の下り信号増幅部１１１－１及び上
り信号増幅部１１２－１について、図面を参照して詳細に説明する。図２は、本発明の実
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施の形態１に係るブースタ１００の下り信号増幅部１１１－１及び上り信号増幅部１１２
－１の構成を示すブロック図である。
【００２０】
　下り信号増幅部１１１－１は、低雑音増幅器２０１、ミキサ２０２、フィルタ２０３、
ミキサ２０４、増幅器２０５及び局部発振器２０６を具備している。上り信号増幅部１１
２－１は、低雑音増幅器２０７、ミキサ２０８、フィルタ２０９、ミキサ２１０、増幅器
２１１及び局部発振器２１２を具備している。
【００２１】
　局部発振器２０６は、周波数選定部１１７からの周波数選定信号を受けてこの周波数選
定信号に応答して局部周波数信号を生成してミキサ２０２、２０４に与える。また、局部
発振器２１２は、周波数選定部１１７からの周波数選定信号を受けてこの周波数選定信号
に応答して局部周波数信号を生成してミキサ２０８、２１０に与える。
【００２２】
　低雑音増幅器２０１は、屋外側アンテナ１１３、共用器１１４及び分配器１１５を介し
て受ける基地局からの下り信号を所定の増幅率で増幅してミキサ２０２に与える。ミキサ
２０２は、低雑音増幅器２０１からの下り信号と局部発振器２０６からの局部周波数信号
を混合することにより周波数が変換された下り信号を生成してフィルタ２０３に与える。
【００２３】
　フィルタ２０３は、ミキサ２０２からの下り信号の内の１つの周波数帯域の下り信号の
みを通過させる。ミキサ２０４は、フィルタ２０３からの下り信号と局部発振器２０６か
らの局部周波数信号を混合することにより入力周波数と同じ周波数に変換された下り信号
を生成して増幅器２０５に与える。増幅器２０５は、ミキサ２０４からの下り信号を所定
の増幅率で増幅し合成器１１９に与える。
【００２４】
　低雑音増幅器２０７は、屋内側アンテナ１２１、共用器１２０及び分配器１２２を介し
て受ける通信端末装置からの上り信号を所定の増幅率で増幅してミキサ２０８に与える。
ミキサ２０８は、低雑音増幅器２０７からの上り信号と局部発振器２１２からの局部周波
数信号を混合することにより周波数が変換された上り信号を生成してフィルタ２０９に与
える。
【００２５】
　フィルタ２０９は、ミキサ２０８からの上り信号の内の１つの周波数帯域の上り信号の
みを通過させる。ミキサ２１０は、フィルタ２０９からの上り信号と局部発振器２１２か
らの局部周波数信号を混合することにより入力周波数と同じ周波数に変換された上り信号
を生成して増幅器２１１に与える。増幅器２１１は、ミキサ２１０からの上り信号を所定
の増幅率で増幅し合成器１２３に与える。
【００２６】
　なお、下り信号増幅部１１１－２～１１１－４の各々は、下り信号増幅部１１１－１と
同じ構成を有している。また、上り信号増幅部１１２－２～１１２－４の各々は、上り信
号増幅部１１２－１と同じ構成を有している。
【００２７】
　（実施の形態２）
　次に、本発明の実施の形態２について、図面を参照して説明する。図３は、本発明の実
施の形態２に係るブースタの構成を示すブロック図である。本発明の実施の形態２におい
ては、本発明の実施の形態１と同じ構成要素には同じ参照符号が付されて、その説明が省
略される。
【００２８】
　図３に示すように、本発明の実施の形態２に係るブースタ３００は、本発明の実施の形
態１において、受信信号解析部１１６及び停止制御部１１８、１２４の代わりに、受信信
号解析部３０１及び停止制御部３０２、３０３を具備している。
【００２９】
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　すなわち、本発明の実施の形態２に係るブースタ３００は、複数の下り信号増幅部１１
１－１～１１１－４、複数の上り信号増幅部１１２－１～１１２－４、屋外側アンテナ１
１３、共用器１１４、分配器１１５、受信信号解析部３０１、周波数選定部１１７、停止
制御部３０２、合成器１１９、共用器１２０、屋内側アンテナ１２１、分配器１２２、合
成器１２３及び停止制御部３０３を具備している。
【００３０】
　次に、本発明の実施の形態１に係るブースタ１００と異なる本発明の実施の形態２に係
るブースタ３００の動作について、説明する。
【００３１】
　受信信号解析部３０１は、屋外側アンテナ１１３、共用器１１４及び分配器１１５を介
して基地局からの下り信号を受ける。受信信号解析部３０１は、下り信号（受信信号）の
止まり木チャネルの情報を解析して解析情報を生成して周波数選定部１１７及び停止制御
部３０２、３０３に与える。この解析情報は、周波数選定情報及び受信信号の伝搬路にお
ける減衰電力（通信品質）を示す情報であるパスロス値情報を有している。
【００３２】
　出力制御手段である停止制御部３０２は、受信信号解析部３０１からの解析情報を受け
てこの解析情報のパスロス値情報に基づいて複数の下り信号増幅部１１１－１～１１１－
４の動作を制御する。パスロス値が閾値以上であることを解析情報のパスロス値情報が示
している時に、停止制御部３０２は、当該パスロス値情報に係る下り信号増幅部１１１－
１～１１１－４の動作を停止させて信号が出力されないように制御する。
【００３３】
　また、停止制御部３０３は、受信信号解析部３０１からの解析情報を受けてこの解析情
報のパスロス値情報に基づいて複数の上り信号増幅部１１２－１～１１２－４の動作を制
御する。パスロス値が閾値以上であることを解析情報のパスロス値情報が示している時に
、停止制御部３０３は、当該パスロス値情報に係る下り信号増幅部１１２－１～１１２－
４の動作を停止させる。
【００３４】
　（実施の形態３）
　次に、本発明の実施の形態３について、図面を参照して説明する。図４は、本発明の実
施の形態３に係るブースタの構成を示すブロック図である。本発明の実施の形態３におい
ては、本発明の実施の形態１と同じ構成要素には同じ参照符号が付されて、その説明が省
略される。
【００３５】
　図４に示すように、本発明の実施の形態３に係るブースタ４００は、本発明の実施の形
態１において、受信信号解析部１１６及び停止制御部１１８、１２４の代わりに、受信信
号解析部４０１及び停止制御部４０２、４０３を具備している。
【００３６】
　すなわち、本発明の実施の形態３に係るブースタ４００は、複数の下り信号増幅部１１
１－１～１１１－４、複数の上り信号増幅部１１２－１～１１２－４、屋外側アンテナ１
１３、共用器１１４、分配器１１５、受信信号解析部４０１、周波数選定部１１７、停止
制御部４０２、合成器１１９、共用器１２０、屋内側アンテナ１２１、分配器１２２、合
成器１２３及び停止制御部４０３を具備している。
【００３７】
　次に、本発明の実施の形態１に係るブースタ１００と異なる本発明の実施の形態３に係
るブースタ４００の動作について、説明する。
【００３８】
　受信信号解析部４０１は、屋外側アンテナ１１３、共用器１１４及び分配器１１５を介
して基地局からの下り信号を受ける。受信信号解析部４０１は、下り信号（受信信号）の
止まり木チャネルの情報を解析して解析情報を生成して周波数選定部１１７及び停止制御
部４０２、４０３に与える。この解析情報は、周波数選定情報及び受信信号の基地局干渉
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電力（通信品質）の情報を示す基地局干渉電力情報を有している。
【００３９】
　出力制御手段である停止制御部４０２は、受信信号解析部４０１からの解析情報を受け
てこの解析情報の基地局干渉電力情報に基づいて複数の下り信号増幅部１１１－１～１１
１－４の動作を制御する。基地局干渉電力が閾値以上であることを解析情報の基地局干渉
電力情報が示している時に、停止制御部４０２は、当該基地局干渉電力情報に係る下り信
号増幅部１１１－１～１１１－４の動作を停止させて信号出力されないように制御する。
【００４０】
　また、停止制御部４０３は、受信信号解析部４０１からの解析情報を受けてこの解析情
報の基地局干渉電力情報に基づいて複数の上り信号増幅部１１２－１～１１２－４の動作
を制御する。基地局干渉電力が閾値以上であることを解析情報の基地局干渉電力情報が示
している時に、停止制御部４０３は、当該基地局干渉電力情報に係る上り信号増幅部１１
２－１～１１２－４の動作を停止させる。
【００４１】
　なお、本発明は、本発明の実施の形態１～３において、１つの上り信号増幅部及び１つ
の上り信号増幅部を有するブースタに適用することができる。
【００４２】
　（実施の形態４）
　次に、本発明の実施の形態４について、図面を参照して説明する。図５は、本発明の実
施の形態４に係るブースタの構成を示すブロック図である。本発明の実施の形態４におい
ては、本発明の実施の形態１と同じ構成要素には同じ参照符号が付されて、その説明が省
略される。
【００４３】
　図５に示すように、本発明の実施の形態４に係るブースタ５００は、下り信号増幅部１
１１、上り信号増幅部１１２、屋外側アンテナ１１３、共用器１１４、分配器１１５、受
信信号解析部５０１、周波数選定部５０２、共用器１２０及び屋内側アンテナ１２１を具
備している。
【００４４】
　下り信号増幅部１１１は、下り信号増幅部１１１－１と同じ構成を有している。上り信
号増幅部１１２は、上り信号増幅部１１２－１と同じ構成を有している。
【００４５】
　次に、本発明の実施の形態１に係るブースタ１００と異なる本発明の実施の形態４に係
るブースタ５００の動作について、説明する。
【００４６】
　分配器１１５は、屋外側アンテナ１１３及び共用器１１４を介して受ける基地局からの
下り信号を複数の下り信号増幅部１１１及び受信信号解析部５０１に分配する。
【００４７】
　複数の下り信号増幅部１１１は、分配器１１５からの下り信号を所定の増幅の利得（増
幅率）で増幅して共用器１２０に与える。
【００４８】
　共用器１２０は、下り信号増幅部１１１からの下り信号を受けて屋内側アンテナ１２１
に与える。屋内側アンテナ１２１は、下り信号増幅部１１１からの下り信号を共用器１２
０を介して受けて下り無線信号として通信端末装置に送信する。また、共用器１２０は、
通信端末装置からの上り信号を受けて上り信号増幅部１１２に与える。
【００４９】
　上り信号増幅部１１２は、屋内側アンテナ１２１及び共用器１２０を介して受ける通信
端末装置からの上り信号を所定の増幅率で増幅して共用器１１４に与える。
【００５０】
　共用器１１４は、上り信号増幅部１１２からの上り信号を受けて屋外側アンテナ１１３
に与える。屋外側アンテナ１１３は、上り信号増幅部１１２からの上り信号を共用器１１



(29) JP WO2006/043592 A1 2006.4.27

４を介して受けて上り無線信号として基地局に送信する。
【００５１】
　受信信号解析部５０１は、屋外側アンテナ１１３、共用器１１４及び分配器１１５を介
して基地局からの下り信号を受ける。受信信号解析部５０１は、下り信号（受信信号）の
止まり木チャネルの情報を解析して解析情報を生成して周波数選定部５０２に与える。こ
の解析情報は、周波数選定情報を有している。
【００５２】
　出力制御手段である周波数選定部５０２は、受信信号解析部５０１からの解析情報を受
けてこの解析情報の周波数選定情報に基づいて、下り信号増幅部１１１及び上り信号増幅
部１１２に割り当てる増幅周波数を選定して周波数選定信号を生成して下り信号増幅部１
１１及び上り信号増幅部１１２に与える。下り信号増幅部１１１及び上り信号増幅部１１
２は、周波数選定信号に対応した増幅周波数帯域の信号のみを出力する。
【００５３】
　次に、本発明の実施の形態４に係るブースタ５００の下り信号増幅部１１１及び上り信
号増幅部１１２について、図面を参照して詳細に説明する。図６は、本発明の実施の形態
４に係るブースタ５００の下り信号増幅部１１１及び上り信号増幅部１１２の構成を示す
ブロック図である。
【００５４】
　下り信号増幅部１１１は、低雑音増幅器２０１、ミキサ２０２、フィルタ２０３、ミキ
サ２０４、増幅器２０５及び局部発振器２０６を具備している。上り信号増幅部１１２は
、低雑音増幅器２０７、ミキサ２０８、フィルタ２０９、ミキサ２１０、増幅器２１１及
び局部発振器２１２を具備している。
【００５５】
　局部発振器２０６は、周波数選定部５０２からの周波数選定信号を受けてこの周波数選
定信号に応答して局部周波数信号を生成してミキサ２０２、２０４に与える。また、局部
発振器２１２は、周波数選定部５０２からの周波数選定信号を受けてこの周波数選定信号
に応答して局部周波数信号を生成してミキサ２０８、２１０に与える。
【００５６】
　低雑音増幅器２０１は、共用器１１４及び分配器１１５を介して受ける基地局からの下
り信号を所定の増幅率で増幅してミキサ２０２に与える。ミキサ２０２は、低雑音増幅器
２０１からの下り信号と局部発振器２０６からの局部周波数信号を混合することにより周
波数が変換された下り信号を生成してフィルタ２０３に与える。
【００５７】
　フィルタ２０３は、ミキサ２０２からの下り信号の内の１つの周波数帯域の下り信号の
みを通過させる。ミキサ２０４は、フィルタ２０３からの下り信号と局部発振器２０６か
らの局部周波数信号を混合することにより入力周波数と同じ周波数に変換された下り信号
を生成して増幅器２０５に与える。増幅器２０５は、ミキサ２０４からの下り信号を所定
の増幅率で増幅し共用器１２０に与える。
【００５８】
　低雑音増幅器２０７は、屋内側アンテナ１２１及び共用器１２０を介して受ける通信端
末装置からの上り信号を所定の増幅率で増幅してミキサ２０８に与える。ミキサ２０８は
、低雑音増幅器２０７からの上り信号と局部発振器２１２からの局部周波数信号を混合す
ることにより周波数が変換された上り信号を生成してフィルタ２０９に与える。
【００５９】
　フィルタ２０９は、ミキサ２０８からの上り信号の内の１つの周波数帯域の上り信号の
みを通過させる。ミキサ２１０は、フィルタ２０９からの上り信号と局部発振器２１２か
らの局部周波数信号を混合することにより入力周波数と同じ周波数に変換された上り信号
を生成して増幅器２１１に与える。増幅器２１１は、ミキサ２１０からの上り信号を所定
の増幅率で増幅し共用器１１４に与える。
【００６０】
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　本発明の実施の形態４に係るブースタ５００においては、周波数選定部５０２は、受信
信号解析部５０１からの解析情報を受けてこの解析情報の周波数選定情報に基づいて、下
り信号増幅部１１１及び上り信号増幅部１１２に割り当てる増幅周波数を選定して周波数
選定信号を生成して下り信号増幅部１１１及び上り信号増幅部１１２に与える。下り信号
増幅部１１１及び上り信号増幅部１１２は、周波数選定信号に対応した増幅周波数帯域の
信号のみを出力する。次に、本発明の実施の形態４に係るブースタ５００におけるこの構
成及び動作について、より具体的に説明する。
【００６１】
　以下の説明において、下り信号増幅部１１１のフィルタ２０３の中心周波数はＩＦとさ
れ、かつ、周波数選定部５０２が選定する周波数（増幅周波数）はＲＦとされる。
【００６２】
　周波数を選定するために、局部発振器２０６で出力する周波数Ｌ０は、ＲＦ－ＩＦ又は
ＲＦ＋ＩＦとする。この周波数Ｌ０を変えることにより周波数（増幅周波数）の選定が可
能となる。
【００６３】
　ミキサ２０２は、周波数Ｌ０及び周波数ＲＦの入力信号を受けると、周波数（ＲＦ－Ｉ
Ｆ）の出力信号を出力する。このため、局部発振器２０６から出力される周波数（ＲＦ－
ＩＦ又はＲＦ＋ＩＦ）を周波数Ｌ０に代入すると、ミキサ２０２から出力される周波数は
、ＲＦ－（ＲＦ－ＩＦ）＝ＩＦとなる。したがって、フィルタ２０３の中心周波数はＩＦ
となる。ゆえに、フィルタ２０３を通過する周波数は、ＩＦのみとなり、ミキサ２０４に
与えられる。
【００６４】
　ミキサ２０４は、周波数Ｌ０及び周波数ＩＦの入力信号を受けると、周波数（Ｌ０＋Ｉ
Ｆ）の出力信号を出力する。このため、局部発振器２０６から出力される周波数（ＲＦ－
ＩＦ又はＲＦ＋ＩＦ）を周波数Ｌ０に代入すると、ミキサ２０４から出力される周波数は
、（ＲＦ－ＩＦ）＋ＩＦ＝ＲＦとなり、ミキサ２０４から元の周波数ＲＦが出力される。
【００６５】
　上り信号増幅部１１２のミキサ２０８、フィルタ２０９、ミキサ２１０及び局部発振器
２１２の動作は、下り信号増幅部１１１のミキサ２０２、フィルタ２０３、ミキサ２０４
及び局部発振器２０６と同じである。
【００６６】
　なお、前記解析情報の周波数選定情報としては、受信信号の受信品質情報、受信信号の
パスロス値情報又は受信信号の基地局干渉電力情報がある。
【００６７】
　本発明の実施の形態４に係るブースタ５００において、周波数選定部５０２は、受信信
号の受信品質の最も高い周波数選定情報を解析情報が有している時に、当該周波数選定情
報に対応する下り信号増幅部１１１及び上り信号増幅部１１２の増幅周波数を選定するよ
うに構成されてもよい。
【００６８】
　また、本発明の実施の形態４に係るブースタ５００において、周波数選定部５０２は、
受信信号のパスロスが最も小さい周波数選定情報を解析情報が有している時に、当該周波
数選定情報に対応する下り信号増幅部１１１及び上り信号増幅部１１２の増幅周波数を選
定するように構成されてもよい。
【００６９】
　また、本発明の実施の形態４に係るブースタ５００において、周波数選定部５０２は、
受信信号の基地局干渉電力が最も小さい周波数選定情報を解析情報が有している時に、当
該周波数選定情報に対応する下り信号増幅部１１１及び上り信号増幅部１１２の増幅周波
数を選定するように構成されてもよい。
【００７０】
　このように、本実施の形態４によれば、受信信号の止まり木チャネルの情報を解析して
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解析情報を生成し、前記解析情報に基づいて下り信号増幅部及び上り信号増幅部の増幅周
波数を選定するため、選定された周波数帯域以外の干渉信号などの大きな雑音を増幅する
のを防止することができるから、基地局に悪い影響を与えない。
【００７１】
　（実施の形態５）
　次に、本発明の実施の形態５について、図面を参照して説明する。図７は、本発明の実
施の形態５に係るブースタの構成を示すブロック図である。本発明の実施の形態５におい
ては、本発明の実施の形態１と同じ構成要素には同じ参照符号が付されて、その説明が省
略される。
【００７２】
　図７に示すように、本発明の実施の形態５に係るブースタ７００は、下り信号増幅部１
１１－１～１１１－４、上り信号増幅部１１２－１～１１２－４、屋外側アンテナ１１３
、共用器１１４、分配器１１５、合成器１２３、受信信号解析部７０１、周波数選定部７
０２、利得可変部７０３、合成器１１９、分配器１２２、共用器１２０及び屋内側アンテ
ナ１２１を具備している。
【００７３】
　分配器１１５は、屋外側アンテナ１１３及び共用器１１４を介して受ける基地局からの
下り信号を複数の下り信号増幅部１１１－１～１１１－４及び受信信号解析部７０１に分
配する。
【００７４】
　受信信号解析部７０１は、屋外側アンテナ１１３、共用器１１４及び分配器１１５を介
して基地局からの下り信号を受ける。受信信号解析部７０１は、下り信号（受信信号）の
止まり木チャネルの情報を解析して解析情報を生成して周波数選定部７０２及び利得可変
部７０３に与える。この解析情報は、周波数選定情報を有している。周波数選定情報は、
例えば、３ＧＰＰのＷＣＤＭＡであった場合には、ＣＰＩＣＨより算出したＲＳＣＰ（Re
ceived Signal Code Power）情報、またはＣＰＩＣＨから入手できる送信電力（ＴｘＰｏ
ｗｅｒ）情報及びＣＰＩＣＨより算出したＲＳＣＰ情報である。受信信号解析部７０１は
、周波数選定部７０２に対して、算出したＲＳＣＰ情報により、増幅周波数の選定を制御
しても良いし、入手したＴｘＰｏｗｅｒ情報と算出したＲＳＣＰ情報によりパスロスを算
出し、算出したパスロスの情報により、増幅周波数の選定を制御しても良い。
【００７５】
　出力制御手段である周波数選定部７０２は、受信信号解析部７０１からの解析情報を受
けてこの解析情報の周波数選定情報に基づいて、下り信号増幅部１１１及び上り信号増幅
部１１２に割り当てる増幅周波数を選定して周波数選定信号を生成して下り信号増幅部１
１１及び上り信号増幅部１１２に与える。周波数選定部７０２は、周波数選定情報におい
て、受信できる周波数が複数ある場合には、下り増幅部１１１－１～１１１－４と上り増
幅部１１２－１～１１２－４に対して、受信品質の良い順、即ちＲＳＣＰの高い順または
パスロスの小さい順に周波数を割り当てる。この場合、各下り増幅部１１１－１～１１１
－４と各上り増幅部１１２－１～１１２－４に対して、周波数選択部７０２により、異な
る周波数を設定することになる。また、周波数選定部７０２は、受信できる複数周波数の
止まり木情報（報知情報）を常時モニターすることにより、受信品質の良い周波数の順位
が変化した場合には、再度、周辺周波数を再検査し、受信品質の良い順に、下り増幅部１
１１－１～１１１－４と上り増幅部１１２－１～１１２－４の割り当てをやり直す。
【００７６】
　利得可変部７０３は、受信できる周波数の受信レベルが違う場合には、受信信号解析部
７０１から入力した解析情報に基づいて、受信レベルの強さに応じて、下り増幅部１１１
－１～１１１－４と上り増幅部１１２－１～１１２－４の利得を変える。これにより、ブ
ースタ７００内において、良好な受信品質を維持できる。
【００７７】
　（実施の形態６）
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　図８は、本発明の実施の形態６に係るブースタの構成を示すブロック図である。図８に
示すように、本実施の形態６に係るブースタ８００は、下り信号増幅部８１０、上り信号
増幅部８２０、屋外側アンテナ８３０、共用器８４０、分配器８５０、共用器８６０、屋
内側アンテナ８７０、制御部８８０及び外部入出力端子８９０を具備している。
【００７８】
　下り信号増幅部８１０は、低雑音増幅器８１１、可変減衰器８１２及び増幅器８１３を
具備している。上り信号増幅部８２０は、低雑音増幅器８２１、可変減衰器８２２及び増
幅器８２３を具備している。制御部８８０は、受信制御部８８１、装置制御部８８２及び
監視制御部８８３を具備している。
【００７９】
　屋外側アンテナ８３０は、屋外に位置する基地局との間で信号の送受信を行うものであ
る。屋外側アンテナ８３０は、基地局から受信した無線信号を共用器８４０及び分配器８
５０を介して下り信号増幅部８１０に与える。また、屋外側アンテナ８３０は、上り信号
増幅部８２０からの信号を共用器８４０を介して受けて無線信号として基地局に送信する
。
【００８０】
　分配器８５０は、屋外側アンテナ８３０及び共用器８４０を介して受ける基地局からの
信号を下り信号増幅部８１０の低雑音増幅器８１１と制御部８８０の受信制御部８８１と
に分配する。
【００８１】
　下り信号増幅部８１０は、分配器８５０からの信号を制御部８８０から指定された増幅
の利得（増幅率）に応じて増幅して共用器８６０へ送出する。低雑音増幅器８１１は、共
用器８４０を介して受ける基地局装置からの信号を規定の増幅率にて増幅して可変減衰器
８１２に与える。
【００８２】
　可変減衰器８１２は、低雑音増幅器８１１からの信号を減衰させて増幅器８１３に与え
る。この時に、可変減衰器８１２は、装置制御部８８２からの指示に応じて減衰率を可変
する。増幅器８１３は、可変減衰器８１２からの信号を受信制御部８８１により指示され
た増幅率で増幅し共用器８６０を介して屋内側アンテナ８７０に与える。
【００８３】
　共用器８６０は、増幅器８１３からの信号を受けて屋内側アンテナ８７０に与える。ま
た、共用器８６０は、通信端末装置からの信号を屋内側アンテナ８７０を介して受けて上
り信号増幅部８２０に与える。屋内側アンテナ８７０は、増幅器８１３からの信号を共用
器８６０を介して受けて無線信号として通信端末装置に送信する。
【００８４】
　上り信号増幅部８２０は、共用器８６０を介して受ける通信端末装置からの信号を制御
部８８０により指定された増幅率で増幅して共用器８４０へ送出する。
【００８５】
　低雑音増幅器８２１は、共用器８６０を介して受ける通信端末装置からの信号を規定の
増幅率にて増幅して可変減衰器８２２に与える。
【００８６】
　可変減衰器８２２は、低雑音増幅器８２１からの信号を減衰させて増幅器８２３に与え
る。この時に、可変減衰器８２２は、装置制御部８８２からの指示に応じて減衰率を可変
する。増幅器８２３は、可変減衰器８２２からの信号を受信制御部８８１により指示され
た増幅率で増幅し共用器８４０を介して屋外側アンテナ８３０に与える。
【００８７】
　共用器８４０は、増幅器８２３からの信号を受けて屋外側アンテナ８３０に与える。屋
外側アンテナ８３０は、増幅器８２３からの信号を共用器８４０を介して受けて無線信号
として基地局に送信する。
【００８８】
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　制御部８８０は、基地局からの信号を屋外側アンテナ８３０、共用器８４０及び分配器
８５０を介して受信し、受信した信号の情報に基づいて下り信号増幅部８１０及び上り信
号増幅部８２０に設定する増幅の利得（増幅率）を制御する。制御部８８０は、受信制御
部８８１、装置制御部８８２及び監視制御部８８３を具備している。
【００８９】
　受信制御部８８１は、基地局からの信号を屋外側アンテナ８３０、共用器８４０及び分
配器８５０を介して受信し、受信した信号の情報を解析し、その解析結果に応じて増幅器
８１３及び増幅器８２３に設定する増幅率の制御を行う。
【００９０】
　装置制御部８８２は、下り信号増幅部８１０、上り信号増幅部８２０及び受信制御部８
８１を制御し、かつ、外部入出力端子８９０を介して外部の通信端末装置との接続機能を
有している。
【００９１】
　監視制御部８８３は、受信制御部８８１及び装置制御部８８２から収集した装置内部の
動作情報を外部入出力端子８９０を介して外部の統合監視装置に報告する。外部入出力端
子８９０は、外部通信端末装置と装置制御部８８２との接続機能及び外部の統合監視装置
と監視制御部８８３との接続機能を有している。
【００９２】
　次に、本実施の形態６に係るブースタ８００の受信制御部８８１について、図８及び図
９を参照して詳細に説明する。図９は、本実施の形態６に係るブースタ８００の受信制御
部８８１の構成を示すブロック図である。
【００９３】
　図９に示すように、本実施の形態６に係るブースタ８００の受信制御部８８１は、止ま
り木検出部９０１、報知情報受信部９０２、隣接セル情報取得部９０３、伝搬損失算出部
９０４、最低伝搬損失判定部９０５及び利得制御部９０６を具備している。
【００９４】
　止まり木検出部９０１は、基地局が送信する基準信号である止まり木チャネルの検出及
び受信レベルの測定を行う。報知情報受信部９０２は、止まり木チャネルで送信される基
地局情報を格納した信号である報知情報を受信する。
【００９５】
　隣接セル情報取得部９０３は、報知情報受信部９０２からの報知情報を解読して隣接す
る複数のセルの情報を格納する隣接セル情報を取得する。伝搬損失算出部９０４は、隣接
セル情報取得部９０３からの送信電力値を含む隣接セル情報に基づいて複数の隣接セルの
受信信号レベルを測定し各セルの伝搬損失を算出する。
【００９６】
　最低伝搬損失判定部９０５は、伝搬損失算出部９０４からの複数の伝搬損失を比較して
最低の伝搬損失を判定する。利得制御部９０６は、最低伝搬損失判定部９０５により判定
された最低の伝搬損失に応じて送受信する信号の増幅利得を制御する。すなわち、利得制
御部９０６は、最低伝搬損失判定部９０５により判定された最低の伝搬損失に応じて増幅
器８１３及び増幅器８２３の増幅率を制御する。
【００９７】
　（実施の形態７）
　図１０は、本発明の実施の形態７に係るブースタの受信制御部８８１の構成を示すブロ
ック図である。本実施の形態７のブースタは、図１０に示すように、上記実施の形態６で
示した受信制御部８８１の機能である報知情報解読機能を削除している。報知情報解読機
能の削除により、受信制御部８８１で入手できなくなった情報は、外部からエリアアナラ
イザなどで解析、入手し、ブースタに設定する。なお、本実施の形態７におけるブースタ
は、受信制御部８８１の報知情報解読機能を削除した以外は図８と同一構成であるので、
その説明は省略する。また、図１０において、図９と同一構成である部分には同一の符号
を付して、その説明は省略する。
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【００９８】
　このように、本実施の形態７によれば、ブースタの機能を簡易にしても、ブースタで解
読できなくなった情報を外部から設定するようにすることにより、実施の形態６で示した
ブースタと同じ効果が得られる。
【００９９】
　（実施の形態８）
　図１１は、本発明の実施の形態８に係るブースタの構成を示すブロック図である。図１
１に示すように、本発明の実施の形態８に係るブースタ１１００は、下り信号増幅部１１
１１、上り信号増幅部１１１２、屋外側アンテナ１１１３、共用器１１１４、分配器１１
１５、共用器１１１６、屋内側アンテナ１１１７、受信部１１１８、制御部１１１９、不
揮発メモリ装置１１２０、利得制御部１１２１、計時部１１２２及びバックアップ電源１
１２３を具備している。
【０１００】
　下り信号増幅部１１１１は、低雑音増幅器１１１１１、可変減衰器１１１１２及び増幅
器１１１１３を具備している。上り信号増幅部１１１２は、低雑音増幅器１１１２１、可
変減衰器１１１２２及び増幅器１１１２３を具備している。
【０１０１】
　屋外側アンテナ１１１３は、屋外に位置する基地局との間で信号の送受信を行うもので
ある。屋外側アンテナ１１１３は、基地局からの信号（無線信号）を受けて受信信号を生
成して共用器１１１４及び分配器１１１５を介して下り信号増幅部１１１１に与える。ま
た、屋外側アンテナ１１１３は、上り信号増幅部１１１２からの信号を共用器１１１４を
介して受けて無線信号として基地局に送信する。
【０１０２】
　分配器１１１５は、屋外側アンテナ１１１３及び共用器１１１４を介して受ける基地局
からの信号を下り信号増幅部１１１１の低雑音増幅器１１１１１と受信部１１１８とに分
配する。
【０１０３】
　下り信号増幅部１１１１は、分配器１１１５からの信号を利得制御部１１２１から指定
された増幅の利得（増幅率）に応じて増幅して共用器１１１６へ送出する。低雑音増幅器
１１１１１は、共用器１１１４及び分配器１１１５を介して受ける基地局装置からの信号
を規定の増幅率にて増幅して可変減衰器１１１１２に与える。
【０１０４】
　可変減衰器１１１１２は、低雑音増幅器１１１１１からの信号を減衰させて増幅器１１
１１３に与える。この時に、可変減衰器１１１１２は、利得制御部１１２１からの指示に
応じて減衰率を可変する。増幅器１１１１３は、可変減衰器１１１１２からの信号を利得
制御部１１２１により指示された増幅率で増幅し共用器１１１６を介して屋内側アンテナ
１１１７に与える。
【０１０５】
　共用器１１１６は、増幅器１１１１３からの信号を受けて屋内側アンテナ１１１７に与
える。また、共用器１１１６は、通信端末装置からの信号を受けて上り信号増幅部１１１
２に与える。屋内側アンテナ１１１７は、増幅器１１１１３からの信号を共用器１１１６
を介して受けて無線信号として通信端末装置に送信する。
【０１０６】
　上り信号増幅部１１１２は、共用器１１１６を介して受ける通信端末装置からの信号を
利得制御部１１２１により指定された増幅率で増幅して共用器１１１４へ送出する。
【０１０７】
　低雑音増幅器１１１２１は、共用器１１１６を介して受ける通信端末装置からの信号を
規定の増幅率にて増幅して可変減衰器１１１２２に与える。
【０１０８】
　可変減衰器１１１２２は、低雑音増幅器１１１２１からの信号を減衰させて増幅器１１
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１２３に与える。この時に、可変減衰器１１１２２は、利得制御部１１２１からの指示に
応じて減衰率を可変する。増幅器１１１２３は、可変減衰器１１１２２からの信号を利得
制御部１１２１により指示された増幅率で増幅し共用器１１１４を介して屋外側アンテナ
１１１３に与える。
【０１０９】
　共用器１１１４は、増幅器１１１２３からの信号を受けて屋外側アンテナ１１１３に与
える。屋外側アンテナ１１１３は、増幅器１１１２３からの信号を共用器１１１４を介し
て受けて無線信号として基地局に送信する。
【０１１０】
　受信部１１１８は、基地局からの基地局信号を屋外側アンテナ１１１３、共用器１１１
４及び分配器１１１５を介して受けて、基地局信号の制御チャネル情報をデコードし、ま
た、受信信号の受信レベル情報を制御部１１１９に与える。また、受信部１１１８は、基
地局からの信号を屋外側アンテナ１１１３、共用器１１１４及び分配器１１１５を介して
受けて受信信号を生成し、この受信信号の受信レベルを検出して制御部１１１９に与える
。
【０１１１】
　制御部１１１９は、受信部１１１８からの情報に基づいて下り信号増幅部１１１１及び
上り信号増幅部１１１２に設定する増幅の利得（増幅率）を決めて利得制御部１１２１に
指示を与える。また、制御部１１１９は、不揮発メモリ装置１１２０に情報を書き込み、
また、不揮発メモリ装置１１２０から情報を読み出す。また、制御部１１１９は、計時部
１１２２の制御を行う。
【０１１２】
　利得制御部１１２１は、制御部１１１９からの指示に基づいて下り信号増幅部１１１１
及び上り信号増幅部１１１２の増幅の利得（増幅率）を制御する。
【０１１３】
　不揮発メモリ装置１１２０は、報知情報の受信レベルなどの情報を保持するものであり
、ブースタ１１００への電力供給が停止しても書き込まれた情報を保持する。計時部１１
２２は、時刻及び日付を計測して時刻情報を制御部１１１９に与える。バックアップ電源
１１２３は、ブースタ１１００への電力供給が停止した時に計時部１１２２の時刻情報が
消えないようにバックアップする。
【０１１４】
　次に、本発明の実施の形態８に係るブースタ１１００について、図１１及び図１２を参
照して詳細に説明する。
【０１１５】
　制御部１１１９は、受信部１１１８からの報知情報の受信レベルと計時部１１２２から
の時刻情報と共に不揮発メモリ装置１１２０に書き込んで保持させる。制御部１１１９は
、不揮発メモリ装置１１２０に保持されている受信レベル及び時刻情報に基づいて受信レ
ベルの変動が小さい小変動時間帯を検出し、前記小変動時間帯における受信レベルに基い
て利得を制御する指示を利得制御部１１２１に与える。受信レベルの変動が小さいとは、
前回の受信レベルと今回の受信レベルの差分値が閾値以下であることを示す。
【０１１６】
　制御部１１１９は、例えば、報知情報の受信レベルと時刻情報とが図１２に示す場合に
、受信レベルの変動が小さい小変動時間帯（Ａ区間）を検出し、このＡ区間における受信
レベルに基いて利得を制御する指示を利得制御部１１２１に与える。利得制御部１１２１
は、制御部１１１９からの指示に基づいて下り信号増幅部１１１１及び上り信号増幅部１
１１２の増幅の利得（増幅率）を制御する。
【０１１７】
　（実施の形態９）
　次に、本発明の実施の形態９について、図面を参照して詳細に説明する。図１３は、本
発明の実施の形態９に係るブースタの構成を示すブロック図である。本発明の実施の形態
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９においては、本発明の実施の形態８と同じ構成要素には同じ参照符号が付されてその説
明が省略される。
【０１１８】
　図１３に示すように、本発明の実施の形態９に係るブースタ１３００は、本発明の実施
の形態８において制御部１１１９の代わりに制御部１３０１を具備している。
【０１１９】
　すなわち、本発明の実施の形態９に係るブースタ１３００は、下り信号増幅部１１１１
、上り信号増幅部１１１２、屋外側アンテナ１１１３、共用器１１１４、分配器１１１５
、共用器１１１６、屋内側アンテナ１１１７、受信部１１１８、制御部１３０１、不揮発
メモリ装置１１２０、利得制御部１１２１、計時部１１２２及びバックアップ電源１１２
３を具備している。
【０１２０】
　次に、本発明の実施の形態８と異なる本発明の実施の形態９に係るブースタ１３００の
動作について、図１３及び図１２を参照して説明する。
【０１２１】
　制御部１３０１は、不揮発メモリ装置１１２０に保持されている報知情報の受信レベル
及び時刻情報に基づいて受信レベルの変動を検出し、検出される受信レベルの変動が大き
い大変動時間帯において所定時間当たりの前記受信レベルの平均値を求めて当該平均値に
基づいて利得を制御する指示を利得制御部１１２１に与える。受信レベルの変動が大きい
とは、前回の受信レベルと今回の受信レベルの差分値が閾値より大きいことを示す。
【０１２２】
　制御部１３０１は、例えば、報知情報の受信レベルと時刻情報とが図１２に示す場合に
、受信レベルの変動が大きい大変動時間帯（Ｂ区間）において所定時間当たりの前記受信
レベルの平均値を求めて当該平均値に基づいて利得を制御する指示を利得制御部１１２１
に与える。利得制御部１１２１は、制御部１３０１からの指示に基づいて下り信号増幅部
１１１１及び上り信号増幅部１１１２の増幅の利得（増幅率）を制御する。これにより、
フェージングの影響にも追従した利得制御が可能になる。
【０１２３】
　なお、平均値による利得制御が最適化されたかを判断するため、図１４に示すように、
ブースタ１４００の下り出力レベルをモニターする下り出力レベルモニター部１４０１を
設けても良い。図１４は、本実施の形態９に係るブースタの他の例を示すブロック図であ
る。図１４において、図１３と同一構成である部分には同一の符号を付して、その説明は
省略する。図１４では、出力レベルモニター部１４０１でのモニター結果の情報を所定時
間当たりで平均化し、平均化した値が一定範囲内に入っているか否かで、最適化されたか
否かを判断する。このイメージを図１５で説明する。図１５において、破線は入力レベル
を示しており、実線は出力レベルを示している。出力レベルモニター部１４０１にてフェ
ージングによる下り入力レベルの変動をモニターすることにより、ブースタ１４００の利
得制御部１１２１での利得制御により、出力レベルが一定になったか否かを判断すること
ができる。利得制御部１１２１は、出力レベル上限以下で且つ出力レベル下限以上の一定
範囲＃１５０２内に出力レベルが収まるように利得制御する。出力レベルが一定に抑え込
めていない場合、即ち出力レベル上限より大きい場合（＃１５０１の場合）または出力レ
ベル下限未満の場合には、利得制御周期を早めることで追従性を良くし、出力レベルを出
力レベル上限以下に抑え込むように制御する。
【０１２４】
　（実施の形態１０）
　次に、本発明の実施の形態１０について、図面を参照して詳細に説明する。図１６は、
本発明の実施の形態１０に係るブースタの構成を示すブロック図である。本発明の実施の
形態１０においては、本発明の実施の形態８と同じ構成要素には同じ参照符号が付されて
その説明が省略される。
【０１２５】
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　図１６に示すように、本発明の実施の形態１０に係るブースタ１６００は、本発明の実
施の形態８において制御部１１１９の代わりに制御部１６０１を具備している。
【０１２６】
　すなわち、本発明の実施の形態１０に係るブースタ１６００は、下り信号増幅部１１１
１、上り信号増幅部１１１２、屋外側アンテナ１１１３、共用器１１１４、分配器１１１
５、共用器１１１６、屋内側アンテナ１１１７、受信部１１１８、制御部１６０１、不揮
発メモリ装置１１２０、利得制御部１１２１、計時部１１２２及びバックアップ電源１１
２３を具備している。
【０１２７】
　次に、本発明の実施の形態８と異なる本発明の実施の形態１０に係るブースタ１６００
の動作について、図１６及び図１２を参照して説明する。
【０１２８】
　制御部１６０１は、不揮発メモリ装置１１２０に保持されている受信レベル及び時刻情
報に基づいて受信レベルの変動を検出し、検出される受信レベルの変動が小さい小変動時
間帯（図１２のＡ区間）における前記受信レベルに基いて利得を制御する指示を利得制御
部１１２１に与え、かつ、検出される受信レベルの変動が大きい大変動時間帯（図１２の
Ｂ区間）において所定時間当たりの前記受信レベルの平均値を求めて当該平均値に基づい
て利得を制御する指示を利得制御部１１２１に与える。利得制御部１１２１は、制御部１
６０１からの指示に基づいて下り信号増幅部１１１１及び上り信号増幅部１１１２の増幅
の利得（増幅率）を制御する。
【０１２９】
　なお、本発明の実施の形態８～実施の形態１０において、通信ネットワークシステムは
、自身が保持しているトラフィック情報によりブースタ１１００、１３００、１６００の
利得の制御タイミングを決定するようにしてもよい。
【０１３０】
　本明細書は、２００４年１２月１３日出願の特願２００４－３５９９９８と２００４年
１０月２０日出願の特願２００４－３０６０９６と２００４年１０月２５日出願の特願２
００４－３０９３０１に基づく。これらの内容はすべてここに含めておく。
【産業上の利用可能性】
【０１３１】
　本発明は、基地局に悪い影響を与えない効果を有し、ブースタに有用である。
【図面の簡単な説明】
【０１３２】
【図１】本発明の実施の形態１に係るブースタの構成を示すブロック図
【図２】本発明の実施の形態１に係るブースタの下り信号増幅部及び上り信号増幅部の構
成を示すブロック図
【図３】本発明の実施の形態２に係るブースタの構成を示すブロック図
【図４】本発明の実施の形態３に係るブースタの構成を示すブロック図
【図５】本発明の実施の形態４に係るブースタの構成を示すブロック図
【図６】本発明の実施の形態４に係るブースタの下り信号増幅部及び上り信号増幅部の構
成を示すブロック図
【図７】本発明の実施の形態５に係るブースタの構成を示すブロック図
【図８】本発明の実施の形態６に係るブースタの構成を示すブロック図
【図９】本発明の実施の形態６に係るブースタの受信制御部の構成を示すブロック図
【図１０】本発明の実施の形態７に係るブースタの受信制御部の構成を示すブロック図
【図１１】本発明の実施の形態８に係るブースタの構成を示すブロック図
【図１２】本発明の実施の形態８に係るブースタの動作を説明するための図
【図１３】本発明の実施の形態９に係るブースタの構成を示すブロック図
【図１４】本発明の実施の形態９に係る他のブースタの構成を示すブロック図
【図１５】本発明の実施の形態９に係る入出力レベルの時間推移を示す図
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【図１６】本発明の実施の形態１０に係るブースタの構成を示すブロック図
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図１】 【図２】



(39) JP WO2006/043592 A1 2006.4.27

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】
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